
漆

紙

文

書

集

成

は

じ

め

に

多
賀
城
跡
で
発
見
さ
れ
注
目
さ
れ
て
以
来
、
漆
紙
文
書
は
全
国
各
地
で
出
土

し
て
お
り
、
木
簡

・
墨
書
土
器
な
ど
と
と
も
に
、
出
土
文
字
資
料
と
し
て
、
そ

の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
文
字
の
確
認
で
き
な
い
漆
紙
の

出
土
例
を
も
含
め
る
と
、
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
え
た
も
の
だ
け
で
も
す
で
に
三

九
個
所
に
及
ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
は
ほ
ば
全
国
的
な
広
が
り
を
見
せ
て
お
り
、

決
し
て
あ
る
特
定
の
地
域
に
限
ら
れ
た
特
殊
な
現
象
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

す
で
に
本
誌
第
四
号
に
、

佐
藤
は

「『
漆
紙
文
書
』
出
土
概
要
」
を

報
告
し
た
が
、
改
め
て
わ
れ
わ
れ
が
現
在
ま
で
に
知
り
え
た
漆
紙

・
漆
紙
文
書

出
土
遺
跡
の
一
覧
を
掲
げ
、
さ
ら
に
漆
紙
文
書

（漆
紙
の
う
ち
文
字
の
確
認
で
き

る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
そ
の
出
土
遺
跡

・
遺
構
に
つ
い
て
の
概
要
や
、
主
要

な
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
の
釈
文
を
掲
げ
て
参
考
に
供
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
な

お
釈
文
の
作
成
に
当

っ
て
は
、
公
表
さ
れ
て
い
る
釈
文
を
尊
重
し
た
が
、
全
体

の
統

一
を
図
る
た
め
に
、
常
用
漢
字
に
改
め
、
ま
た
墨
痕
が
認
め
ら
れ
る
が
釈

橋 佐

本 藤

義 宗

則 諄

読
で
き
な
い
場
合
に
の
み
□

（宇
数
の
確
認
で
き
る
も
の
）
。
日
回

（字
数
の
数
え

ら
れ
な
い
も
の
）
と
記
し
、
他
に
前
後
関
係
か
ら
文
字
が
予
想
さ
れ
る
場
合
で

も
あ
え
て
一
切
表
記
し
な
か
っ
た
。
ま
た
表
一異
の
朔
確
で
な
い
も
の
は
Ａ
・
Ｂ

（漆
面
）
で
表
記
し
た
。

そ
の
他

（　
）
。
〔

〕
。
「
　
」
。
く
く
な
ど
は
始
お

む
ね
本
誌
木
簡
釈
文
の
表
記
法
に
従

っ
た

（な
お
、
〔
×
　
〕
は
文
字
の
上
に
重
ね

書
き
に
よ
り
原
字
を
訂
正
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
傍
注
で
、
〔
ｘ
　
〕
内
は
原
字
を
示
し

て
い
る
）。
文
書
番
号
の
下
に
付
し
た

（　
）
は
報
告
書
の
文
書
番
号
で
あ
る
。

ま
た
、
で
き
る
か
ぎ
り
実
見
す
る
よ
う
に
努
め
た
が
、
時
間
的
な
制
約
も
あ

っ

て
、
す
べ
て
に
亙
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
過
程
で
ご
く

一
部

で
は
あ
る
が
我
々
の
責
任
で
釈
読
を
替
え
た
部
分
も
あ
る
こ
と
を
予
め
御
断
わ

り
し
て
お
き
た
い
。
わ
れ
わ
れ
の
無
理
を
聞
き
入
れ
て
ご
協
力
く
だ
さ
っ
た
各

機
関
為
よ
び
関
係
者
の
方
々
に
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
現
在
ま
で
に
わ
れ
わ
れ
が
知
り
え
た
漆
紙
お
よ
び
漆
紙
文
書
の
出
土
遺

跡
は
一
四
六
ペ
ー
ジ
の
表
の
よ
う
で
あ
る
。

以
下
、
漆
紙
文
書
の
出
土
し
た
遺
跡
ご
と
に
遺
跡

。
遺
構
の
概
要
を
述
べ
、

主
た
る
文
書
を
紹
介
し
た
い
。



漆紙文書集成

秋

田

城

跡

秋
田
城
跡
は
東
西

。
南
北
の
最
長
部
分
で
約
五
五
〇
ｍ
に
お
よ
ぶ
不
整
形
の

外
郭
築
地
施
設
を
持
ち
、
そ
の
内
部
か
ら
は
一
辺
約
九
二
ｍ
と
予
想
さ
れ
る
政

庁
が
確
認
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
内
部
に
正
殿
も
確
認
さ
れ
、
ま
た
外
郭
築
地

施
設
の
東
外
側
の

「鵜
ノ
木
地
区
」
か
ら
も
規
則
的
な
配
置
の
掘
立
柱
建
物
跡

が
検
出
さ
れ
、
木
簡
も
出
土
し
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
、
こ
の
外
郭
南
外
側

・

政
庁
地
区
お
よ
び

「鵜
ノ
木
地
区
」
か
ら
六
点
が
出
上
し
て
い
る
。

ま
ず
外
郭
南
面
の
第
二
四
次
調
査
で
外
郭
外
側
の
竪
穴
住
居
跡
の
カ
マ
ド
周

辺
で
発
掘
さ
れ
た
浅
い
皿
状
の
赤
裾
色
土
器
の
内
面
に
付
着
し
て
一
点
が
出
土

し
て
い
る
。
二
行
六
文
字
が
認
め
ら
れ
る
が
、
判
読
で
き
る
の
は

「虫
」
の
み

で
あ
る

（第
一
号
）。

次
い
で
第
三
六
次
調
査
で
は
、
政
庁
北
辺
築
地
外
側
の
崩
壊
土
か
ら
須
恵
器

杯
に
付
着
し
て
二
点
が
出
土
し
た
。
漆
紙
文
書
は
す
で
に
蓋
紙
と
し
て
の
形
状

は
破
損
し
て
お
り
、
漆
を
挟
み
こ
む
状
態
で
二
枚
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（１
）
。

い
ま

一
つ
の
漆
紙
文
書
は
、
先
の
文
書
と
は
別
の
文
書
ら
し
く
、
「
宝
亀
元
年
」

の
年
紀
を
も
つ
文
書
の
末
尾
で
、
コ
ロ弥
侯

『
□
根
ヒ

の
署
名
部
分
が
見
え
る

が
、
そ
の
性
格
は
明
ら
か
に
し
が
た
い

（第
二
号
）。

第
三
八
次
調
査
で
は
、
政
庁
域
の
柱
列

（
Ｓ
Ａ
六
九
九
）
の
堀
方

の
う
ち
か

ら
二
つ
折
り
の
状
態
で
出
上
し
た
が
、
後
世
に
攪
乱
を
受
て
お
り
、
掘
方
に
伴

う
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
復
元
展
開
し
て
み
る
と
最
大

横
長
は

一
一
・
三
ｃｍ
で
、
整
然
と
し
た
楷
書
体
で
三
行

一
〇
文
字

（残
画
を
含

む
）
が
確
認

で
き
、　
一
行
日
は

， 研
醜
弛
司
」
、　
二
行
日
は

「
事
而
以
今
」
と

読
む
こ
と
が
で
き
、
正
式
な
公
文
書

の
一
部
と
お
も
わ
れ
る

（第
四
号
）。
な
お
、

こ
の
三
八
次
調
査
で
は
別
に
文
字
の
確
認
で
き
な
い
漆
紙
が

一
点
出
土
し
て
い

∠や
。つ

づ
く
第
三
九
次
調
査
で
は
外
郭
東
外
側
の

「鵜

ノ
木
地
区
」
の
北
部
の
泥

災
層
か
ら
出
上
し
た
赤
裾
色
土
器
の
内
面
に
付
着
し
て
い

た

も

の

で
、

「
便

（あ
る
い
は
使
）
□
事
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る

（第
五
号
）。

正
殿
お
よ
び
政
庁
北
辺
の
西
延
長
部
分
の
調
査
が
行
わ
れ
た
第
四
〇
次
調
査

で
は
、
表
土
耕
作
土
層
か
ら
出
上
し
た
須
恵
器
杯

（
八
世
紀
末
１
九
世
紀
）
の
内

面
に
付
着
し
て
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
。
二
ｉ
三
行
の
文
字
が
認
め
ら
れ
て
い

る
が
、
墨
の
残
り
は
良
く
な
く
、

「
□
年
□
月
□
□
日
」
、
「
□
四
□
」
と
釈
読

さ
れ
て
い
る

（第
六
号
）。

ｌ
（第
二
号
）
は
平
川
南
氏
が

「
出
挙
貸
付
様
文
書
断
簡
」
と
さ
れ
た
文
書
で
、

第

一
行
日
の
み
が
や
や
大
き
め
の
字

（○

・
六
伽
）
で
あ
り
、
他
は
○

・
四
伽
の

文
字
で
あ
る
。
な
お
こ
の
文
書
に
は
紙
背
も
あ
り
、
死
亡
逃
亡
の
奴
婢
に
関
す

る
文
書
で
、
断
片
で
あ
る
た
め
釈
文
は
載
せ
て
い
な
い
が
、

「
神
護
」
と
い
う

元
号
の

一
部
が
読
み
取
れ
、
文
字
の
残
り
具
合
い
か
ら
は

「神
護
景
雲
」
と
お

も
わ
れ
る
。

ｌ
Ａ
　
□
渫
拾
人
　
　
　
　
　
□
　
　
　
□
拾
参
束
伍
把



漆
紙

・
漆
紙
文
書
出
土
遺
跡

一
覧

秋
田
城
跡

沼
田
追
跡

城
輪
柵
跡

生
石
２
遺
跡

志
波
城
跡

胆
沢
城
跡

多
賀
城
跡

多
賀
城
廃
寺

伊
治
城
跡

下
窪
追
跡

小
梁
川
追
跡

燕
沢
追
跡

郡
山
五
番
追
跡

板
倉
前
Ｂ
追
跡

関
和
久
上
町
追
跡

鹿
の
子
遺
肋

源
氏
平
遺
跡

下
野
国
府
跡

下
野
国
分
寺
跡

上
三
川
高
校
地
内
遺
跡

落
川
追
跡

南
栗
北
栗
道
跡

下
神
追
跡

黒
河
尺
目
遺
跡

長
岡
京
跡
左
京
３
条
２
坊
１２
町

長
岡
京
跡
左
京
４
条
２
坊
９
町

長
岡
京
跡
左
京
４
条
３
坊
３
町

長
岡
京
跡
左
京
４
条
４
坊
６
町

平
城
宮
跡

平
城
京
跡
左
京
２
条
２
坊

平
城
京
跡
左
京
３
条
１
坊
１６
坪

平
城
京
跡
左
京
７
条
１
坊
９
坪

平
城
京
跡
左
京
８
条
１
妨
６
坪

平
城
京
跡
左
京
８
条
３
坊

平
城
京
跡
右
京
８
条
１
坊
１４
坪

吉
田
南
追
跡

弥
布
ケ
森
追
跡

草
戸
千
軒
町
追
跡

大
学
府
跡 遺

　
　
跡
　
　
名

秋
田
県
秋
田
市

山
形
県
飽
海
郡
八
幡
町

同
　
酒
田
市

同
　
　
同

岩
手
県
盛
岡
市

同
　
水
沢
市

宮
城
県
多
賀
城
市

同

　

　

同

同
　
栗
原
郡
築
館
町

同
　
柴
田
部
川
崎
町

同
　
刈
田
郡
七
ケ
宿
町

同
　
仙
台
市

福
島
県
双
葉
郡
双
葉
町

同
　
西
白
河
郡
東
村

同
　
西
向
河
那
泉
崎
村

茨
城
県
石
岡
市

同
　
大
宮
町

栃
木
県
栃
木
市

同
　
　
同

同
　
河
内
郡
上
■
川
町

東
京
都
日
野
市

長
野
県
松
本
市

同
　
　
同

富
山
県
射
水
郡
小
杉
町

京
都
府
向
日
市

同
　
　
同

同
　
　
同

京
都
市
伏
見
区

奈
良
県
奈
良
市

同
　
　
同

同
　
　
同

同
　
　
同

同
　
　
同

同
　
　
同

同
　
大
和
郡
山
市

兵
庫
県
神
戸
市

同
　
城
崎
郡
日
高
町

広
島
県
福
山
市

福
岡
県
太
字
府
市

所
　
　
在
　
　
地
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】畜

４
生

メ

三
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２

　
●
い

昨
黙

奈

良

～

平

安

平

安

平

安

奈

良

～

平

安

平

安

平

安

奈

良

～

平

安

奈

良

～

平

安

奈

良

平

安

平

安

平

安

奈

良

～

平

安

古

墳

～

平

安

奈

良

～
平

安

奈

良

～
平

安

奈

良

～

平

安

奈

良

～

平

安

奈

良

～

平

安

奈

良

～
平

安

古
墳
～
南
北
朝

奈

良

～
平

安

奈

良

～
平

安

奈

良

平

安

平

安

平

安

平

安

奈

良

奈

良

奈

良

奈

良

奈

良

奈

良

奈

良

奈

良

～
平

安

平

安

室

町

奈

良

～

平

安

遺
跡
の
時
代

城
柵
跡

集
落
跡

城
柵
跡

官
術
跡

城
柵
跡

城
柵
跡

城
柵
跡

寺
院
跡

城
柵
跡

集
落
肋

集
落
跡

官
街
跡

官
行
跡

集
落
跡

集
落
跡

官
街
関
連
施
設

集
落
跡

官
衡
跡

寺
院
跡

集
落
跡

集
落
跡

集
落
跡

集
落
跡

集
落
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

古
殿

・
官
衡
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

都
城
跡

官
衡
跡

官
街
跡

集
落
跡

官
衡
跡

追
跡
の
性
格

築
地
崩
壊
土

表
土
耕
作
土
・塀
柱
掘
方
・沼

（試
掘
調
査
）

建
物
柱
掘
方

海竪
穴
住
居

溝

・
土
羨

・
鍛
冶
遺
構

・
整
地
層

土
羨

・
推
積
層

経
楼
碁
壇
の
穴

竪
穴
住
居

竪
穴
住
居

竪
穴
住
居

竪
穴
住
居

建
物
上
の
黒
土
層

竪
穴
住
居

竪
穴
住
居

竪
穴
住
居

・
工
房

・
海

。
上
崚

竪
穴
住
居

土
残

・
溝

溝竪
穴
住
居

平
安
時
代
末
期
の
住
居

竪
穴
住
居

包
含
層

濤土
羨
三
条
大
路
前
側
滞

土
嫉
土
残

・
東
四
坊
坊
問
小
路
西
側
溝

宮
内
道
路
前
倒
溝

東

一
坊
坊
間
大
路
西
側
溝

土
羨
輩
生
声

建
物
住
抜
取
穴

坪
境
小
路
南
側
溶

土
疲
旧
河
川

日

可

――

土
躾
溝

出

土

遺

構

秋
田
市

・
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所

山
形
県

酒
田
市

山
形
県

・
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
緊
急
調
査
団

岩
手
県

水
沢
市

多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

宙
城
県

多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

宮
城
県

仙
台
市

双
葉
町

福
島
県

・
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー

福
島
県

茨
城
県
教
育
財
団

・
石
岡
市

大
宮
町

栃
木
県
・栃
木
県
文
化
振
典
事
業
国
・栃
木
市

栃
木
県

・
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
回

栃
木
県

・
栃
木
県
文
化
振
興
事
業
団

日
野
市
落
川
遺
跡
調
査
会

松
本
市

長
野
県
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

富
山
県

向
日
市

向
日
市

・
長
岡
京
跡
発
掘
調
査
研
究
所

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
市

余
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所

・
大
和
郡
山
市

神
戸
市

・
吉
田
片
山
追
跡
調
査
回

日
高
町

草
戸
千
軒
町
追
跡
調
査
研
究
所

九
州
歴
史
資
料
館

調

査

機

関

3332   31   3029   28272625   242322   212019181716151413121110 9 8    7 6 5 4 3 2 1
報

一
日
垂
日
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書

『
秋
田
城
跡
』
昭
和
五
三
・
五
七
ｔ
五
九
年
度
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
概
報
　
秋
田
市
教
育
委
員
会

・

秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所
　
昭
和
五
四
・
五
人
を
六
〇
年

『秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
』

秋
田
市
教
育
一恋
員
会

・
秋
田
城
跡
発
掘
調
査
事
務
所
　
昭
和
五
九

年『
沼
田
遣
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
　
山
形
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
九
年

『史
跡
城
輸
柵
跡
』
昭
和
二
七
年
発
掘
調
査
概
報
②
　
山
形
県
教
育
委
員
会

・
酒
田
市
教
育
委
員
会

昭
和
五
八
年

『
酒
田
市
生
石
２
遺
跡
第
３
次
調
査
説
明
資
料
』
　
山
形
県
教
育
委
員
会

・
山
形
県
埋
蔵
文
化
財
緊

急
調
査
団
　
昭
和
六

一
年

『東
北
縦
貫
自
動
車
関
係
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
�
Ｉ
　
太
田
方
八
丁
遺
跡

？
心波
城
跡
澄

岩
手
県
教
育
委
員
会

。
日
本
道
路
公
団
　
昭
和
五
七
年

『胆
沢
城
跡
』
昭
和
五
一
・
五
四
・
五
六
を
五
九
年
度
発
掘
調
査
概
報
　
水
沢
市
教
育
委
員
会
　
昭

和
二
二
・
五
五
・
五
七
１
六
〇
年
三
月

『
多
賓
城
漆
紙
文
書
』

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
　
昭
和
五
四
年

『
伊
治
城
跡
Ⅱ
』
　
官
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
　
昭
和
五
四
年

『
釜
一房
ダ
ム
水
没
遺
跡
発
掘
調
査
概
報
』
　
東
北
地
方
建
設
局
　
昭
和
五
四
年

『研
究
紀
要
Ⅶ
』

宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所
　
昭
和
五
五
年

『
七
ケ
宿
ダ
ム
関
連
小
梁
川
東
遺
跡
現
地
説
切
会
資
料
』
　
宮
城
県
教
育
委
員
会

・
建
設
省
東
北
地

方
建
設
局
七
ケ
宿
ダ
ム
エ
事
事
務
所
　
昭
和
五
七
年

『燕
沢
遺
跡
』

仙
台
市
教
育
委
員
会

・
仙
台
市
山
崎
東
土
地
区
画
整
理
組
合
　
昭
和
五
九
年

『郡
山
五
番
遺
跡
Ⅲ
』
　
双
葉
町
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
五
年

『国
営
総
合
農
業
開
発
事
業
母
畑
地
区
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
Ⅲ
」
　
福
島
県
教
育
委
員
会

・
財
団
法

人
福
島
県
文
化
セ
ン
タ
ー
　
昭
和
五
四
年

『関
和
久
上
町
遺
跡
Ⅱ
』
　
福
島
県
教
育
委
員
会
　
昭
細
五
九
年

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
』

常
磐
自
動
車
道
関
係
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
報
告
書
５
　
財
団
法
人
茨
城
県

教
育
財
団
　
昭
和
五
八
年

『鹿
の
子
Ｃ
遺
跡
範
囲
確
認
発
掘
調
査
報
告
書
』

第
２
次
　
石
岡
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
九
年

『鹿
の
子
遺
跡
発
掘
調
査
報
告
書
』
第
１
・
３
次
　
石
岡
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
〇

・
六
二
年

‐６
　
『常
陸
源
氏
平
』

大
官
町
教
育
委
員
会

・
水
戸
北
部
中
核
工
業
国
地
内
埋
蔵
文
化
財
発
掘
調
査
会

昭
和
六
〇
年

Ｖ
　
『
下
野
国
府
跡
Ⅶ
』
木
簡

・
漆
紙
文
書
調
査
報
告
書
　
栃
木
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
二
年

『史
跡
下
野
国
庁
跡
Ｉ
』

栃
木
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
二
年

・８
　
『下
野
目
分
寺
跡
Ⅱ
』
栃
木
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
一
年

・９
　
『
河
内
郡
上
三
川
町
上
三
川
高
校
地
内
遺
跡
調
査
報
告
』
　
栃
木
県
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
〇
年

２０
　
『
日
野
市
落
川
遺
跡
』
　
日
野
市
落
川
遺
跡
調
査
会
　
昭
和
六
〇
年

２‐
　
『松
本
市
島
立
南
栗

。
北
栗

・
高
綱
中
学
校
遺
跡
、
条
里
的
遺
構
』
　
長
野
県
中
信
土
地
改
良
事
務

所

。
松
本
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
六
〇
年

２２
　
『都
市
計
画
街
路
七
美

・
太
閤
山
。
高
岡
線
内
遺
跡
洋
発
掘
調
査
概
要
③
』

富
山
県
教
育
委
員
会

昭
和
六
二
年

２３
　
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
１０
集
　
向
日
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
八
年

２４
　
『
向
日
市
埋
蔵
文
化
財
調
査
報
告
書
』
第
８
集
　
向
日
市
教
育
委
員
会
　
昭
和
五
七
年

２５
　
『
長
岡
京
跡
』
京
都
都
市
計
画
道
路
１
等
大
路
第
３
類
第
４６
号
外
環
状
線
整
備
事
業
に
伴
う
埋
蔵
文

化
財
発
掘
調
査
報
告
書
　
昭
和
五
五
年
度
　
財
国
法
人
京
都
市
埋
蔵
文
化
財
研
究
所
　
昭
和
五
六
年

２６
　
『
平
城
宮
木
簡
四
　
解
説
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
昭
和
六
一
年

２７
　
『平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡
概
報
』
８
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
昭
和
四
六
年

２８
・
２９
　
『
平
城
京
左
京
八
条

一
坊
三
・
六
坪
発
掘
調
査
報
告
書
』

奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
　
昭
和

六
〇
年

３０
　
『
平
城
京
左
京
八
条
三
坊
発
刀
調
査
概
報
』

奈
良
回
立
文
化
財
研
究
所
　
昭
和
五
一
年

３．
　
『
吉
田
南
遺
跡
現
地
説
明
会
資
料

（Ｖ
ピ
　
神
戸
市
叛
育
委
員
会

・
吉
田
片
山
遺
跡
調
査
団
　
昭

和
五
四
年

３２
　
『草
戸
千
軒
配
配
』
　
広
島
県
草
戸
千
軒
町
遺
跡
調
査
研
究
所
　
昭
和
六

一
年

３３
　
『
大
宰
府
史
跡
』
昭
和
五
六
年
度
発
掘
調
査
概
報
　
九
州
歴
史
資
料
館
　
昭
和
二
七
年

な
お
表
中
の

「漆
紙
文
書
の
点
数
」
は
報
告
書
の
そ
れ
に
従
つ
て
お
り
、
必
ず
し
も
統

一
し
た
基
準

に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
点
数
の
表
示
し
て
い
な
い
も
の
は
文
字
が
確
認
で
き
ず
文
書
と
は
判
定

し
が
た
い
も
の
で
あ
り
、
？
は
点
数

・
文
字
有
無
な
ど
が
未
確
定
の
も
の
で
あ
る
。



直
忍
床
呂
戸
日
　
　
　
　
□
　
　
　
　
麻
呂
黙
束

□
□
伍
束
　
　
　
　
　
　
丸
子
同
国
□
自
売
伍
束

□
弐
東
　
　
　
　
一戸
主
秦
連
恵
客
□

□
伍
束
　
　
　
一戸
主
磯
部
小
龍
戸
口

束
　
　
　
　
　
　
　
□
部
小
刀
自
売
伍
東

戸
主
宍
太
部
道
石
伍
東

Ｂ
　
□
亡
脚
隣
国
　
　
　
　
　
　
人
三
人
伍
人

沼

田

遺

跡

九
世
紀
後
半
を

一
一
世
紀
前
半
に
か
け
て
の
集
落
跡
で
、
漆
紙
文
書
は
、
九

世
紀
後
半
の
溝

。
矢
板
列
や
平
安
時
代
中
葉
の
掘
立
柱
建
物
跡
を
主
と
す
る
遺

構
を
検
出
し
た
Ｇ
区
の
分
布
調
査
で
土
器
に
付
着
し
た
状
態
で
出
上
し
た
。
土

器
は
一
一
世
紀
前
半
期
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、

「有
」
の
一
字
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。城

輪

柵

跡

約
七
二
三
ｍ
四
方
の
材
木
列
の
外
郭
施
設
と
約

一
五
〇
ｍ
四
方
の
築
地
の
内

郭
施
設
と
正
殿

・
脇
殿
な
ど
そ
の
内
部
の
主
要
建
物
の
配
置
も
明
ら
か
に
な
り
、

捨
の
官
衝
的
な
性
格
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
漆
紙
文
書
が
出
上
し

た
の
は
、
県
道

（藤
塚
八
幡
線
）
の
道
路
改
良
工
事
に
と
も
な
う
緊
急
発
掘
調
査

で
、
政
庁
の
西
側
ブ

ロ
ッ
ク
に
相
当
す
る
地
区
で
検
出
さ
れ
た
四
間
×
二
間
の

掘
立
柱
建
物
跡
の
掘
方
の
埋
上
の
上
層
か
ら
で
あ
る
。
七
釦
×
五

・
五
師
の
二

つ
折
り
の
状
態
で
出
上
し
た
が
、
四
―
五
行
に
文
字
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

建
物
跡
の
年
代
は
一
一
世
紀
代
で
あ
る
が
、
伴
出
土
器
は
一
〇
世
紀
後
半
期
の

も
の
で
あ
り
、
こ
の
文
書
の
年
代
も
ほ
ば

一
〇
世
紀
頃
の
も
の
と
見
て
よ
か
ろ

う
。
な
お
他
に
漆
片
や
漆
付
着
土
器
も
出
上
し
て
い
る
。

１
は
行
間
心
々
は
約

一
。
六
伽
で
あ
り
、
歴
名
様
文
書
の
断
簡
で
あ
る
。

１
　
　
□
□
津
月
足
戸
口

□
売
年
汁
四

□
床
呂
年
十
六

□
鉄
ヵ〕

日

□

生

石

２

遺

跡

城
輪
柵
跡
の
東
南
約
五
�
の
出
羽
丘
陵
の
山
麓
の
旧
扇
状
地
で
、
ほ
場
整
備

事
業
に
か
か
る
調
査
で
、
奈
良

。
平
安
時
代
の
板
材
列
に
よ
っ
て
囲
わ
れ
た
施

設
が
二
箇
所
検
出
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
施
設
の
内
部
は
住
居
跡

・
倉
庫
跡
な
ど

が
整
然
と
配
置
さ
れ
て
お
り
、
公
的
な
施
設
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
既
に
こ
こ

か
ら
は
墨
書
土
器
が
多
数
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
漆
紙
文
書
は
二
つ
の
板
材
列

の
施
設
の
間
を
流
れ
る
幅
○

・
八
を
二
ｍ
の
溝

（
ｓ
Ｄ
三
〇
〇
）
か
ら
須
恵
器
杯
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の
内
部
に
付
着
し
て
出
土
し
た
。
文
字
は
三
行
が
確
認
で
き
る
が
、
第

一
行
に

は

「津
」
の
み
が
確
認
で
き
、
第
二
行
は

「
□
□
年
参
拾
壱
歳
」
と
読
め
、
第

三
行
に
は

「
弐
歳
」
と
読
め
る
文
字
が
あ
り
、
籍
帳
様
文
書
の
一
部
分
か
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
の
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。

胆
　
沢
　
城
　
跡

胆
沢
城
跡
の
発
掘
調
査
で
、
現
在
ま
で
に
出
上
し
た
漆
紙
文
書
の
点
数
は
二

二
点
で
、
そ
の
ほ
か
に
も
墨
書
の
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
漆
紙
も
若
千
出
上
し
て

い
る
。

漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
の
は
、
胆
沢
城
の
南
外
郭
線
付
近
で
の
調
査

（第
二

三
次
調
査
＝
外
郭
線
南
門
地
区
、
第
二
七
次
調
査
＝
外
郭
内
南
西
地
区
）、　
内
郭
政
庁

域
の
北
方
に
広
が
る
北
方
官
衡
を
対
象
と
し
た
調
査

（第
三
九
次
調
査
＝
北
方
官

術
東
地
区
）、
そ
し
て
内
郭
東
方
に
広
が
る
東
方
官
衝
を
対
象
と
し
て
実
施
し
た

調
査

（第
四
〇
・
四
一
・
四
三
・
四
五
次
の
各
調
査
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
な
お
東

方
官
衛
地
区
を
対
象
と
し
た
第
五
二
次
調
査
で
も
土
器
に
付
着
し
た
漆
紙
が

一

点
出
上
し
て
い
る
が
、
墨
痕
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
現
在
調
査
中
で
同

じ
く
東
方
官
衛
地
区
を
対
象
と
し
た
第
五
四
次
調
査
で
も
漆
紙
が
二
点
出
上
し

て
い
る
が
、
墨
痕
の
有
無
な
ど
は
未
確
認
で
あ
る
。

第
二
三
次
調
査
で
漆
紙
文
書
を
出
上
し
た
の
は
、
胆
沢
城
の
外
郭
築
地
の
南

面
に
開
く
南
門
の
内
側
を
流
れ
る
東
西
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
四

（幅
約
三
二
ハ
ぞ
三
・
八

ｍ
、
深
搭
約
○
・
六
ｍ
）
で
、　
こ
の
溝
の
大
別
し
て
四
層
に
分
け
ら
れ
る
埋
上
の

う
ち
の
二
層
目
か
ら

一
点
が
出
上
し
た

（
１
）。

第
三
七
次
調
査
で
は
、
調
査
区
の
中
央
部
分
に
見
ら
れ
る
一
一
世
紀
に
行
わ

れ
た
整
地
層
か
ら
漆
紙
文
書

一
点
が
出
上
し
た
。

第
三
九
次
調
査
区
の
北
東
隅
で
検
出
し
た
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
五
九
六

（幅
約
○

・

三
ぞ
○
・
四
ｍ
、
深
さ
約
○

・
〓
二
ど
○

・
一
七
ｍ
）
か
ら
漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
。

溝
の
埋
土
は
二
層
に
分
か
れ
、
上
層
の
埋
土
か
ら
漆
紙
文
書

一
点
が
出
土
し
た

（
２
）。

第
四
〇
次
調
査
で
は
、
東
方
官
衡
の
西
方
を
画
す
る
と
考
え
ら
れ
る
掘
立
柱

塀
の
西
方
に
掘
ら
れ
た
土
羨
群
の
う
ち
の
ひ
と
つ
の
橋
円
形
の
上
羨
Ｓ
Ｋ
六
五

四

（東
西
約
二
・
五
ｍ
、
南
北
約
一
・
七
ｍ
、
深
さ
約
○

。
三
ｍ
）
か
ら
漆
紙
文
書

一

点
が
出
土
し
た

（
３
）。

第
四

一
次
調
査
で
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
の
は
、
調
査
区
東
南
隅
で
検
出
さ

れ
た
不
整
形
の
上
羨
Ｓ
Ｋ
七

一
六

（東
西
約
二
二
ハ
ｍ
、
南
北
約
一
・
八
ｍ
、
深
さ

○

・
七
ｍ
）
か
ら
で
、　
一
点
が
出
上
し
た

（
４
）。

第
四
三
次
調
査
で
は
、
合
計

一
五
点
の
漆
紙
文
書
が
鍛
冶
遺
構
Ｓ
Ｘ
八

一
四

と
四
基
の
土
羨
Ｓ
Ｋ
八
二
九

・
八
三
〇

・
八
四
三

・
八
六
四
、
及
び
調
査
区
北

端
に
設
け
た
東
西
ト
レ
ン
チ
か
ら
出
上
し
た
。
な
お
こ
の
他
に
も
墨
痕
が
未
確

認
で
調
査
継
続
中
の
漆
紙
が
若
干
あ
る
。
鍛
冶
遺
構
Ｓ
Ｘ
八

一
四
は
規
模

・
形

状
共
に
不
明
で
あ
る
が
、
古
代
末
期
以
降
の
遺
物
が
混
在
し
て
い
る
。
漆
紙
文

書
は
一
点
が
出
土
し
て
い
る
。

円

形

の
土
城
Ｓ
Ｋ
八
二
九

（径
約
一
生
ハ
？
一

・
七
ｍ
、
深
さ
約
○
・
七
ｍ
）
か
ら
は
一
点
が
出
土
。　
円
形
の
上
羨
Ｓ
Ｋ
八
三
〇



（東
西
約
一
・
五
ｍ
、
南
北
約
二
・
Ｏ
ｍ
、
深
さ
約
○
・
九
ｍ
）
か
ら
は
二
点
が
出
土

（
７

●
８
）。　
精
円
形
の
上
羨
Ｓ
Ｋ
八
四
三
（東
西
約
二
・
一
ｍ
、
南
北
約
一
・
七

ｍ
、
深
さ
約
○

・
九
ｍ
）
か
ら
は
一
点
が
出
土
。
Ｓ
Ｋ
八
六
四
は
未
完
掘
で
あ
る

た
め
規
模
は
不
明
で
あ
る
が
、　
漆
紙
文
書
三
点
が
出
土

（
９
）。　
ま
た
調
査
区

北
端
に
設
け
た
東
西
ト
レ
ン
チ
で
は
ト
レ
ン
チ
の
埋
土
か
ら
六
点
の
漆
紙
文
書

が
出
土
し
た

（
ト
レ
ン
チ
の
埋
土
は
四
層
に
大
別
さ
れ
、
漆
紙
文
書
は
そ
の
う
ち
の
第

３
ａ
層
か
ら
三
点
、
第
３
ｂ
層
か
ら
二
点

（
５
・
６
）、
第
４
層
か
ら
一
点
が
そ
れ
ぞ
れ

出
上
し
て
い
る
）。

第
四
五
次
調
査
で
は
、
調
査
区
の
南
辺
付
近
で
検
出
し
た
円
形
の
上
羨
Ｓ
Ｋ

九
二
五

（東
西
約
二
。
一
ｍ
、
南
北
約
二
・
Ｏ
ｍ
、
深
さ
約
○

・
五
ｍ
）
か
ら
三
点
の

漆
紙
文
書
が
出
上
し
た

（
Ю

・
Ｈ
）。　
上
下
三
層
に
分
け
ら
れ
る
埋
上
の
う
ち

の
下
層
の
埋
土
か
ら
出
上
し
た
。

次
に
報
告
書
に
基
づ
き
な
が
ら
、
主
要
な
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
概
要
を
述
べ

Ｚυ
。１

（第
一
号
）・は
弘
仁

一
四
年
あ
る
い
は
弘
仁
六
年
以
前
の
作
成
に
係
る
文
書

で
、
坂
東
諸
国
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
か
と
考
え
ら
れ
る
兵
士

（統
領
と
鎮
兵
）
ヘ

の
公
根
支
給
に
関
す
る
文
書

・
帳
簿
の
類
と
み
ら
れ
る
。

２
（第
三
号
）
は
表
裏
共
に
墨
痕
が
認
め
ら
れ
、
い
ず
れ
も
具
注
暦
で
あ
る
。

暦
注
等
の
記
載
か
ら
、
表
は
延
暦
二
三
年
の
具
注
暦
で
、
九
月
下
旬
の
部
分
に

当
た
り
、
裏
は
延
暦
三
二
年
の
具
注
暦
で
、
四
月
上
旬
の
部
分
に
相
当
す
る
。

い
ず
れ
も
大
行
暦
に
基
づ
く
具
注
暦
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
な
お

平
川
南
氏
に
よ
る
と
、
①
表
裏
に
書
か
れ
た
具
注
暦
の
年
月
の
対
応
か
ら
み
て
、

本
具
注
暦
は
本
来
巻
子
装
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
り
、
ま
た
②
表
裏
の
書
式
の

み
な
ら
ず
書
体
ま
で
が

一
致
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

３
（第
六
号
）
は
延
暦
二

一
年
六
月
二
九
日
の
玉
造
団
解
文
で
、
そ
の
事
実
書

き
の
末
尾
に
当
た
る
書
き
止
め
の
部
分
、
文
書
の
作
成
年
月
日
、
文
書
作
成
者

で
あ
る
書
生
の
署
名
及
び
玉
造
団
擬
大
毅
の
署
名
部
分
の
一
部
の
み
が
残
る
。

な
お
裏
に
は
戯
画
風
の
絵
が
描
か
れ
て
い
る
。

４
（第
七
号
）
は
残
存
部
分
が
事
実
書
き
の
文
中
の
一
部
に
過
ぎ
ず
、
差
し
出

し
書
き

。
事
書
き

。
作
成
年
月
日

・
作
成
者
等
の
署
名
部
分
を
欠
い
て
い
る
た

め
に
本
文
書
の
書
式
及
び
内
容
等
は
全
く
不
明
で
あ
る
。

５
第

（第
一
〇
号
）
は
嘉
祥
元
年
の
具
注
暦
で
、
そ
の
二
月
及
び
三
月
の
部
分

で
あ
る
。
体
裁
は
ほ
ば
２
（第
三
号
）
に
一
致
す
る
が
、
墨
界
線
が
引
か
れ
て
い

る
点
が
異
な
る
。

６
（第
一
人
号
）
は
承
和

一
〇
年
二
月
二
六
日
の
小
田
団
解
文
で
、
差
し
出
し

書
き

。
署
名
部
分
を
欠
く
が
、
文
書
の
内
容
は
、
番
上
の
健
士
二
名
が
疫
病
の

た
め
に
威

へ
参
向
で
き
な
い
旨
を
主
帳
牡
鹿
氏
縄
を
使
者
と
し
て
申
上
し
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。

７

（第
一一四
号
▼

８

（第
二
六
号
）
は
共
に

『
古
文
孝
経
』
で
あ
る
が
、
７
は

８
と
直
接
に
は
接
続
し
な
い
。
７
が
全
く
の
断
片
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
８
は

三
二
八
文
字
が
残
存
し
て
い
て

『
古
文
孝
経
孔
子
伝
』
の
う
ち
の
四
章
分
に
当

た
る
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
。
平
川
南
氏
に
よ
れ
ば
、
丁
寧
な
楷
書
体
で
書
か
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れ
、
部
分
的
に
天
に
界
線

一
条
が
引
か
れ
て
お
り
、
訓
点
等
の
書
き
込
み
が

一

切
な
い
こ
と
か
ら
、
釈
父
等
の
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
公
的
儀
式
用
の
テ
キ
ス
ト

と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。

９
（第
四
〇
号
）
は
円
形
平
板
な
蓋
紙
の
形
状
を
良
く
残
す
漆
紙
で
、
ほ
ば
ま

ん
中
で
二
紙
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
二
紙
共
に
文
字
を
確
認
で
き
た
が
、
文

字
を
解
読
で
き
た
の
は
二
紙
の
う
ち
の
一
紙
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
行
書
体
で

書
か
れ
た
書
状
で
、
わ
ず
か
に
文
末
の
書
き
止
め
部
分
と
日
付
部
分
が
残
存
す

る
に
過
ぎ
な
い
。

Ю

（第
四
三
号
▼

Ｈ

（第
四
四
号
）
は
荻
枚
重
な
っ
た
漆
紙
の
う
ち
文
字
が
判

読
で
き
内
容
が
あ
る
程
度
推
定
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
Ю
は
名
取
団
か
ら
胆
沢

城
に
貢
進
さ
れ
て
き
た
柴
田
郡
関
係
の
兵
士
の
歴
名
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
紙
継

日
が
確
認
で
き
二
紙
が
継
が
れ
て
い
る
。
Ｈ
は
軍
事
関
係
の
職
務
に
携
わ
る
人

々
の
間
食
料
に
関
す
る
食
日
帳
の
類
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

２
（表
）

□
浴

絶
陽
□
対

火
開
燈
盤
対
月
節
口
回
後
母
倉
祠
祀
移
徒
療
病
入
学

□
戊
木
閉

マ
ウ　
　
　
　
　
　
回
陽
口
回

應
木
建

大
歳
日
日

日
日
血
忌

除
大
夫
既
済

大
歳
対
□
□
日
日

――
□
除
壊
垣
破

日
□
忌
厭

全
異
）

敗
と
（□
破
候
旅
内

Ｔ
）　
　
　
　
　
　
小
歳
後
一

〔療
と

□
修
至
）　
　
　
　
　
　
　
日
徳
□
病
□

（□
危
沐
浴

大
歳
□
口
歳
□
徳
合
重

戊
子
火
成
雄
縦
後
　

大
歳
対
□
忌
復
拝
□

手
　
　
　
（Ｅ

一火
収
除
手
□

大
歳
対
復
嫁
乗
□

１
　
　
　
　
百
人

蔵
国

一
百
人

野
国
三
百
人

□
百
人

□
百
人

統
領
物
部
連
荒
人

〔

□升

統
領
大
伴
長
日
Ш

導□

趾
唾
脚
月
節
大
歳
□
日
□

員
日
日

――
□
如
件
以
解

延
暦
十
一
年
六
月
十
九
日
書
生
宗

玉
造
団
擬
大
毅
志
大

国
博
士
訴
申

令
在
□
量

〔審
こ

初
検
弄
改
□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１

初
□
□
者



□
歳
後
天
恩
徳
合
厭
壊
垣
破
．匪
阻
□

□
歳
後
天
恩
無
冠
壊
垣
破
屋
吉

歳
後
〔膵
ヵ
〕
　

□
□
拝
官
冊
授
移
徒
入
学
剃
．酌
ヵ
〕

梁
蓋
屋
修
宅
　
　
　
酢
ヵ〕

□
子
木
収
　
　
　
　
大
歳
前

倉
カロ
一醜
力
】ぼ
祀
結
婚
納
徴
〔酔
蛯
上
梁
修
門
戸
竃

射
手
等
沈
臥
疫
病
不
堪
為
威
□

醒
咤
牡
鹿
〔醜
曜
縄
使
申
上
以
解

申
依
病
不
堪
戊
所
射
手
等
事

弐
人番
上
伴
部
広
根
健
士

右
人
自
今
月
十
五
日
沈
臥
疫
病
也

宗
何
部
刀
良
麿
健
士

右
人
自
今
月
十
六
日
沈
臥
疫
病
也

承
和
十
年
二
月
十
六
日
日
Ｈ
□

日

回

〔酪酢
ヵ〕　
　
〔脚
隊
勲添膵ヵ〕

髄
帳
幾
柳
褒
譜
押
〕

〔民
是
己

□
□
則
之
□〔也
力
〕

５
ａ
　
大
蔵
前
月
徳
療
病

□
□
前
月
徳
加
冠
拝
官
冊
授
裁
衣

ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
位
除
解
回
□

十
三
日
奏
丑
木
開
鮮
手
□
　
　
　
単団
天
恩
九
攻
入
学
市
買
納
財
吉

（剛
酌
ド
甲
〔瞭
姥
閉
除
足
（理
　
大
歳
前
月
徳
〔剛
従
□
加
冠
拝
官
塞
穴
寝
　
斬
車
吉

噺
Ｐ
日
乙
卯
水
閉
鱒
処
一万
節
食
報
外
大
歳
前
結
婚
納
徴
剃
頭
　
　
□
埋
斬
一酔
陀
舎

十
六
日
景
辰
土
建
　
　
　
　
大
歳
前
出
行
吉

十
七
日
丁
巳
土
除
　
　
　
　
大
歳
後
小
歳
前
母
倉
徳
合
重
拝
官
一鴎
町
修
見
防
導
□

陰
□
酪粧牡
一

□
満
大
夫
　
　
大
歳
後
母
倉
□

火
平
除
手
足
甲

大
蔵
後
復
裁
衣

東
北
行
雄飾働飾

月
徳
在〔酔
ヵ〕

□
□

之
艤

解

額

離

醸
施

解

留

撃

麟
嬬
謡
謎
電
効
丑
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畔
耐
能
謹
身
〔四
ヵ
〕

養
父
母
〔剛
ヵ
〕

〔
労

ヵ
〕

〔四
ヵ
ポ
也
為
不
　

無
患
不
為
〔酢
ォ
〕

□
潮
旧
翼
靭
恭
事
共
親
此
庶
人
之
所
以
為

下
亀
匙
人
撤素
謙
孝
亡Λ
乱
而

〔
義

ヵ
〕

也．鰯鰤繁
籐
鵬
鰈
纂
酢
範
酔

鰹
緑

靴

瀞
幹

細霧

藝

で

〔此
又
と

　
　
　
　
　
　
〔以
勉
ヵ
〕

□
□
　
　
　
　
　
　
　
□
□

醒
紀
晦
ヵ〕

〔酔
祀
由
生

累
条
ヵ〕

便
在
物
如
得

忘
尤
有
要

勒
状
通四
月
廿
六
日

１０
ａ
　

　

継
跡
ヵ〕

清
成
年
五

醍
略
ば
麿
年
十
八

部
□
麿
年
十
六

部
国
益
年
対
二

巫
部
□〔即
騨
年
却
六

年
十
三

年
汁

一

年
廿
三

、
衣
前
郷
口
日
Ｈ
日
Ｈ
回

、
，駒
椅
郷
十

一
戸
主
丈
部
犬
麿
戸
口

ヽ
瀦
城
郷
井
八

駒
椅
郷
鮒
八
戸
主
巫
部
諸
主
戸
日

、
瀦
城
郷
五
十
戸
主
吉
弥
侯
部
黒
麿
戸
口

、
駒
椅
郷
十
七
戸
主
巫
部
本
成
戸
口

、
‐高
椅
郷
十
五
戸
主
刑
部
人
長
戸
口

否冥

ヽ
．駒
椅
郷
△
戸
主
巫
部
人
永
酢
町

年
十
二
　
　
　
　
一局
椅
郷
闘
町
戸
主
刑
部
真
清
成
戸
日

騎
椅
郷
十

一
戸
主
丈
郡
犬
麿
戸
口

人
新

□
口
十
人
新
四
升
　
　
□
□

□
隻
口
十
□
人
新
〔酢
駕
九
合
五
勺

〔毅
力
〕

□
弓
□
回
四
合
四
勺
真
□
四
合
四
勺
　
召
殿
門

人
四
合
四
勺
　
雑
使
健
児
四
合
　
　
　
工

□
四
合

　

　

炊
一夭
口

醒

驚
□



多

賀

城

跡

漆
紙
文
書
が
学
界
で
は
じ
め
て
注
目
を
浴
び
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ

の
多
賀
城
跡
で
発
見
さ
れ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
詳
し

い
報
告
は
昭
和
五
四
年
に

『多
賀
城
漆
紙
文
書
』
（宮
城
県
多
賀
城
跡
調
査
研
究
所

資
料
Ｉ
）
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
今
や
漆
紙
文
書
研
究
の
古
典
的
な
位
置
を
占
め

て
い
る
。
関
連
遺
跡
で
あ
る
多
賀
城
廃
寺
の
経
楼
跡
で
検
出
さ
れ
た
漆
紙
の
文

字
の
有
無
は
未
確
認
で
あ
る
が
、
多
賀
城
跡
で
は
一
〇
三
点
の
出
上
が
報
告
さ

れ
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
漆
紙
文
書
の
出
上
し
て
い
る
地
点
は
五
箇
所
で
、
い

ず
れ
も
土
羨
な
い
し
は
整
地
層

・
堆
積
土
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

政
庁
地
区
で
は
、
第
１
期
西
脇
殿
の
西
側
で
政
庁
西
辺
築
地
の
第
１
期
石
組

雨
落
溝
に
接
し
た
土
羨
Ｓ
Ｋ

一
一
〇
四
お
よ
び
そ
の
南
に
接
す
る
地
点
の
表
土

下
の
第
１
層
で
あ
る
堆
積
土
か
ら
八
九
点

（
ｌ

。
２
）、　
Ｓ
Ｋ

一
一
〇
四
の
南

約
二
四
ｍ
の
第
Ⅲ
期
の
掘
立
柱
建
物
跡
の
東
南
に
接
す
る
位
置
の
焼
土
中
か
ら

五
点
出
上
し
て
い
る
。
前
者
は
伴
出
遺
物
か
ら

一
〇
世
紀
後
半
ｉ

一
一
世
紀
に

か
け
て
の
頃
の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
時
期
を
限
定

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
い
で
外
郭
西
地
域
中
央
部
（金
堀
地
区
）
で
は
、
北
部
の
上
羨
群
の
一
つ
Ｓ

Ｋ
五
三
〇
か
ら
表
杉
ノ
入
式
の
比
較
的
古
い
段
階

（九
世
紀
半
ば
頃
）
の
上
師
器

杯
に
付
着
し
た
状
態
で
、　
一
点
が
出
上
し
た

（
３
）。　
こ
の
上
羨
の
年
代
は
九

世
紀
後
半
以
降

一
〇
世
紀
に
か
け
て
の
頃
の
年
代
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
外
郭

東
地
域
中
央
部
（大
畑
地
区
）
で
は
、
外
郭
東
門
か
ら
城
内
に
入
る
道
路
南
の
官

衝
地
区
の
奈
良
時
代
の
掘
立
柱
建
物
跡
の
東
南
に
接
す
る
九
世
紀
後
半
頃
の
上

羨
Ｓ
Ｋ
七
〇
九
か
ら
二
点
が
出
上
し
て
い
る
。

外
郭
西
南
隅

（
五
万
崎
地
区
）
は
、
外
郭
西
門
か
ら
城
内
に
入

っ
た
左
右
の
地

区
で
、
比
較
的
時
期
の
後
れ
る
南
半
の
遺
構
の
う
ち
で
も
最
も
新
し
く
、
中
世

に
降
る
土
羨
Ｓ
Ｋ
九

一
五
か
ら

一
点
が
出
上
し
て
い
る
。
ま
た
北
半
の
第
Ш

。

Ⅳ
期
の
建
物
群

・
土
羨
群
の
う
ち
の
、
土
羨
Ｓ
Ｋ
九
八

一
の
第
四
層
お
よ
び
第

五
十
ｃ
層
か
ら
三
点
が
出
上
し
て
い
る

（
４
）。　
年
代
は
九
世
紀
後
半
頃
を
中

心
と
す
る
時
期
で
あ
る
。

政
庁
北
方
地
域
（大
畑
地
区
）
で
は
、
政
庁
北
辺
築
地
の
北
約
三
〇
ｍ
の
地
点

で
、
第
Ⅲ
期
以
降
に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
地
域
で
あ
る
が
、
こ
の
整
地
層

の
第
八
層
中
か
ら

「弘
仁
十
四
年
七
月
十

一
日
」
の
年
紀
を
も
つ
国
司
解
状
の

一
部
（紙
背
あ
り
）
一
点
が
出
上
し
た
。
こ
の
第
八
層
は
、
第
Ⅳ
期
に
属
す
る
と

考
え
ら
れ
、
九
世
紀
後
半
―

一
〇
世
紀
前
半
頃
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
如
く
、
そ
の
大
半
は
政
庁
西
脇
殿
近
く
の
上
羨
か
ら
出
上
し
た
も
の

で
あ
る
が
、
他
の
地
域
か
ら
出
上
し
た
漆
紙
文
書
も
点
数
が
少
な
い
と
は
い
え
、

そ
れ
ぞ
れ
興
味
深
い
文
書
で
あ
る
。
先
の
報
告
書
以
降
に
読
み
直
さ
れ
た
も
の

な
ど
を
中
心
に
釈
文
を
考
千
掲
げ
て
お
こ
う
。

１
，
４
は
貼
り
継
が
れ
て
ひ
と
つ
の
蓋
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
、
１

〇
一号
）
は
磐
城
郡
家
か
ら
国
府
に
出
さ
れ
た
解
文
と
思
わ
れ
、
２

（
三
号
）
は

馬
子
の
根
米
を
進
上
し
た
貢
進
文
書

で
あ
る
。
３

（
四
号
）
も
ま
た
別
の
郡
の
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解
文
で
あ
り
、
４
〇
一四
号
）
も
根
穀
の
請
求
の
解
文
で
あ
る
。
文
書
の
年
代
や

性
格
等
を
考
え
る
と
き
、
反
古
に
な
っ
た
文
書
の
蓋
紙

へ
の
利
用
の
様
相
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

５
盆
ハ
号
）
は
書
生
等
の
根
米
請
求
文
書
と
田
籍
関
係
文
書
で
あ
る
が
、
後
者

の
釈
文
が
報
告
書
と
は
異
な
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
す
る
。
こ
の
は
か
一
連
の

田
籍
関
係
の
文
書
は
一
四
点
が
あ
る
。

６
（九
六
号
）
は
計
帳
様
文
書
断
簡
で
、
土
師
器
内
の
漆
の
蓋
紙
と
し
て
用
い

ら
れ
た
。
墨
界
線
が
維
に
七
本
あ
り

（各
界
線
間
隔
は
一
・
四
８

と
横
界
線
が

一
本
あ
り
、
書
体
は
真
書
で
あ
る
。

７
（
一
〇
〇
号
）
は
具
注
暦
の
断
簡
で
あ
り
、
縦
界
線
四
本
と
横
界
線

一
本
が

あ
る
。
宝
亀

一
一
年

一
一
月
の
部
分
で
あ
る
。

１
　
　
者
□
使
記
郡
運
送
□

〔様
力
〕

□
穀
郡
宜
承
知
始
来
□

者
譲
依
符
し醜
配

＝

＝

・

宝
亀
十

一
年
九
月
十
七
日

（白
署
ヵ
）

□
磐
城
臣

「
千
岳
日
――
旧
口

主
政
外

擬
主
政
回

・＝

＝

・

５

Ａ

□
郡
司
解
　
申
進
上
兵
馬
子
根
子
事

□
餅
弐
斗
弐
升
　
酪
婿
八
人
部
領

一
人
合
□

九
月
九
日
迄
□
九
日
□

〔起
ヵ
〕　
　
　
　
〔十
ヵ
〕

□
長
大
伴
部
広
椅宝

亀
十

一
年
□

「
□
□
」

□
農
床
□．剛
舵

宝
□

（自
署
）

大
領
外
正
六
位
上
懃
十
等
丈
部

「
龍
麻
呂
」

□
部
病

（別
筆
）

「
同
月
□
」

□
同
国
□
解
　
申
請
根
穀
事

□
斜
二
斗
　
□
九
月
十
日

一＝

Ｌ

ヵ
〕

□
火
□

・＝

！

□
合
十
回
□
根
請
□

□
応
元
年
五
月
九
日
□
□

書
生
生
部
益
人



（別
筆
ヵ
）
「十
三
日

□
塚
安
倍
朝
臣
□
□

日
□
真
□
」

□
□
條
七
里
大
□
田
□

□
條
口
日
川
川
□
田
□

□
條
三
里
□
□
田
□

口
條
□
里
□
田
□

岬
ビ鰹
□
里複
臣
田口

□
條
□
□
複
□

廿
□

□
猿
売
年
　
　
　
　
・

〔部
ヵ
〕

□
門
長
年
十
歳

□
部
百
継
年
十
二
歳

〔根
ヵ
〕

□
得
戸
別
頂

□

口

一
人

〔田
ヵ
〕
　
　
　
　
　
　
〔六
ヵ
〕

田
部
継
刀
自
売
年
廿
□

〔戊
ヵ
〕

□
天

醍
ヵ〕
子
月
徳

幸
酉
木
開

グロ 震
水□  水
開□ Я閉
≧ 請回杏雪

下

窪

遺

跡

釜
房
ダ
ム
建
設
に
伴
う
水
没
地
域
の
発
掘
調
査
で
検
出
さ
れ
た
平
安
時
代
の

竪
穴
住
居
か
ら
出
上
し
た
漆
の
付
着
し
た
須
恵
器
高
台
杯
の
内
側
に
漆
を
覆
う

よ
う
に
張
り
付
い
た
状
態
で
漆
紙
文
書
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
特
に
集
落
跡
か

ら
出
上
し
て
い
る
こ
と
が
興
味
深
い
。

１
は
表
一暴
に
文
字
が
確
認
で
き
る
（天
地
が
逆
）
が
、
書
体
か
ら
推
測
す
る
と

二
次
的
に
九
九
算
が
記
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
年
代
は
確
定
で
き
な

い
が
伴
出
遺
物
か
ら
は
お
よ
そ
九
世
紀
後
半
ｉ

一
〇
世
紀
前
半
頃
と
す
る
の
が

妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

１
（表
）

九
九
八
十

一　
八
□（別
筆
ヵ
）

「便
□
」

（裏
）
　

□
自
女

小

梁

川

遺

跡

自
石
川
の
上
流
左
岸
の
河
岸
段
丘
上

（海
抜
二
六
〇
ｍ
前
後
）
で
、
七
ケ
宿

ダ
ム
建
設
に
伴
う
水
没
地
域
の
調
査
で
発
掘
さ
れ
た
縄
文
時
代
の
集
落
遺
跡
で
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あ
り
、
平
安
時
代
の
遺
構

・
遺
物
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
漆
を
入

れ
た
土
師
器
の
杯
に
蓋
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
状
態
で
出
土
し
て
い
る
。

径
は
約
九
ｃｍ
で
あ
る
が
、
土
師
器
は
半
分
が
欠
け
て
お
り
、
漆
紙
も
半
円
状
に

残

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
土
師
器
の
出
土
状
況

・
時
期
な
ど
は

不
詳
で
あ
る
。

文
字
は
表
裏
に
確
認
で
き
る
が
、
一異
側
は
漆
が
厚
く
判
読
は
困
難
で
あ
る
。

表
側
に
は

一
行
の
み
文
字
が
確
認
で
き
、
行
書
体
で

「白
．帥
陀
□
」
と
判
読
さ

れ
る
。
漆
紙
は
こ
の
文
字
の
右
に
約
七
銀
の
余
白
が
あ
る
が
文
字
は
確
認
さ
れ

て
い
な
い
。

燕
　
沢
　
遺退
　
跡

仙
台
市
北
部
を
東
西
に
延
び
る
台
ノ
原

。
小
田
原
丘
陵
東
端
部
に
位
置
し
、

縄
文
時
代
ｔ
平
安
時
代
の
複
合
遺
跡
で
あ
る
が
、
中
心
を
な
す
の
が
平
安
時
代

の
住
居
跡

・
掘
立
柱
建
物
跡
な
ど
の
遺
構
群
で
あ
り
、
官
衝
的
な
性
格
を
持

つ

と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
工
房
跡
か
と
思
わ
れ
る

一
〇
号
住
居
跡

の
床
面
か
ら
、
土
師
器
杯
片
の
内
面
に
付
着
し
て
出
土
し
た
。
六
ｃｍ
×
五
ｃｍ
捻

〔右
ヵ
Ｘ
人
合
ヵ
〕

ど

の
大
き
さ
で
、

「
□
婦
□
□
」
と
釈
読
さ
れ
て
い
る
。

関
和
久
上
町
遺
跡

白
河
郡
衝
に
比
定
さ
れ
て
い
る
関
和
久
遺
跡
の
北
東
○

・
五
ｋｍ
に
あ
り
、
八

世
紀
後
半
ｉ

一
〇
世
紀
の
官
衛
的
な
遺
構
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
、

関
和
神
社
下
地
点
の
調
査
で
検
出
さ
れ
た
九
世
紀
の
竪
穴
住
居
跡
の
カ
マ
ド
側

の
自
然
堆
積
と
考
え
ら
れ
る
堆
積
層
の
二
ｂ
層
上
面
か
ら
、
土
師
器
の
杯
に
蓋

紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
状
態
で
出
土
し
た
。
漆
紙
は
直
径
的
八
帥
の
円
形

状
に
残
存
し
て
お
り
、　
一
部
で
紙
が
重
な
っ
て
い
る
部
分
も
あ
る
が
、
本
来
は

一
枚
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
墨
痕
は
そ
の
下
紙
に
の
み
認
め
ら
れ
る
。
文
字

は
四
行
に
お
よ
ん
で
い
る
が
、
判
読
で
き
る
の
は

「
六
」
の
み
で
あ
る
。
し
か

し
、
墨
に
よ
る
界
線
と
し
て
縦
四
本
と
横

一
本
が
認
め
ら
れ
る
。
界

線

幅

は

二

・
一
Ｃｍ
で
、
横
界
線
の
上
に
は
最
大
で
一
・
六
伽
ほ
ど
紙
が
遺
存
し
て
お
り
、

縦
界
線
は
天
界
か
ら
最
長
六

。
四
ｃｍ
が
確
認
で
き
る
。
文
字
は
約

一
。
四
ｃｍ
四

方
で
、　
コ
ハ
ロ
」
な
ど
四
字
分
は
○

・
七
ｃｍ
四
方
で
あ
る
。
文
書
の
性
格
は
明

ら
か
で
は
な
い
が
帳
簿
類
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

鹿

の

子

遺

跡

常
磐
自
動
車
道
関
連
に
よ
る
昭
和
五
五

・
五
六
両
年
度
に
わ
た
る
発
掘
調
査

で
存
在
が
確
認
さ
れ
た
鹿
の
子
遺
跡
は
、
区
画
溝
で
官
衝
ブ
ロ
ッ
ク
、
居
住

・

工
房
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
割
さ
れ
た
計
画
的
で
特
殊
な
構
造
を
も
ち
、
出
土
須
恵
器

の
編
年
的
分
析
に
よ
っ
て
そ
の
存
続
年
代
を
八
世
紀
末
か
ら

一
〇
世
紀
代
の
約

百
年
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
鹿
の
子
遺
跡
は
、
鍛
冶
工
房
跡
と
見
ら
れ

る
遺
構
の
存
在
、
漆
紙
文
書
や
帯
金
具

。
多
量
の
墨
書
土
器

・
硯
等
の
出
土
遺

物
か
ら
考
え
て
、
国
行
機
構
の
一
つ
を
構
成
す
る
施
設
で
あ
る
国
衛
Ｉ
房
と
し

て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。



鹿
の
子
遺
跡
で
出
土
し
た
漆
紙
は
、
墨
痕
の
な
い
も
の
も
含
め
て
全
部
で
三

八
五
七
片
、
う
ち
墨
痕
の
確
認
さ
れ
た
も
の
は
七
二
三
片
で
、
接
合

・
復
元
の

結
果
二
八
九
点
の
漆
紙
文
書
に
整
理
さ
れ
た
。
漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
遺
構
は
、

竪
穴
住
居
三
三
棟
、
工
房
二
基

（五
九
号
二
房
。
一
四
六
号
≡
房
）、
溝
二
条

（三

号
溝
・
六
号
溝
）、
土
羨

一
基

（
一
四
四
号
土
壊
）
で
あ
り
、
調
査
区
の
は
ば
全
域

に
わ
た
っ
て
分
布
す
る
。
ま
た
そ
の
年
代
は
共
伴
し
た
遺
物
や
遺
構
の
重
複
関

係
か
ら
考
え
て
八
世
紀
の
後
葉

・
末
頃
か
ら
九
世
紀
の
中
頃

。
後
半
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
三
三
基
の
竪
穴
住
居
で
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
の

は
床
面

も
し
く
は
覆
土
か
ら
で
あ
る

（
１

・
３
１
３

ｏ
ｌＯ

●
Ｈ
）
。
五
九
号
工

房

（南
北
約
五
・
五
ｍ
、
東
西
約
四
・
Ｏ
ｍ
）
は
隅
九
長
方
形
を
呈
し
、
漆
紙
は
覆

土

・
床
面
か
ら
出
土
し
た

（
２
）。
　
一
四
六
号
工
房

（南
北
約
八
二
冨
、
東
西

約
五
。
一
ｍ
）
は
中
央
部
の
や
や
南
寄
り
に
三
箇
所
の
炉
跡
が
あ
り
、　
長
方
形

を
塁
す
る
。

漆
紙
は
覆
土
か
ら
出
上
し
た

（
９
）
。　
ま
た
漆
紙
文
書
を
出
上
し

た
二
条
の
溝
は
官
行
ブ
ロ
ッ
ク
の
東
を
限
る
一
一重
の
溝
で
、
三
号
溝

（幅
約
一

三
冨
、
深
さ
約
〇
二
二
ぞ
○

・
五
じ

は
そ
の
う
ち
の
外
側
を
流
れ
る
南
北
溝

で
あ
り
、
六
号
溝

（幅
約
一
・
四
ｍ
、
深
さ
約
○

・
七
ｍ
）
は
内
側
を
流
れ
る
南
北

溝
で
あ
る
。
両
溝
の
間
隔
は
約
三
五
ｍ
程
で
、
い
ず
れ
も
北
端
で
官
行
ブ
ロ
ッ

ク
の
北
を
限
る
四
号
溝
に
接
続
す
る
。
漆
紙
文
書
は
い
ず
れ
も
埋
土
か
ら
の
出

上
で
あ
る
。　
一
四
四
号
土
羨

（南
北
約
四
・
一
ｍ
、
東
西
約
一
。
一
ｍ
、
深
さ
○
・

四
ｍ
以
上
）
は
一
五
二
号
竪
穴
住
居
の
東
寄
り
に
そ
の
床
面
を
破
壊
し
て
あ
り
、

こ
の
竪
穴
住
居
に
本
来
と
も
な
っ
て
い
た
何
ら
か
の
遺
構
で
あ

っ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
埋
土
か
ら
出
上
し
た
。

そ
の
後
、
鹿
の
子
遺
跡
は
、
発
掘
調
査
を
引
き
継
い
だ
石
岡
市
に
よ
っ
て
、

ま
ず
昭
和
五
七

・
五
八
両
年
度
に
遺
跡
の
範
囲
を
確
認
す
る
た
め
の
調
査
が
行

わ
れ
た
。
昭
和
五
八
年
度
の
第
二
次
調
査
で
は
竪
穴
住
居
か
ら
墨
痕
の
な
い
漆

紙
が
出
上
し
た
。
こ
の
範
囲
確
認
調
査
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
引
き
続
き
昭
和

五
九
年
度
か
ら
継
続
的
に
鹿
の
子
遺
跡
の
本
格
的
な
発
掘
調
査
が
開
始
さ
れ
た
。

昭
和
五
九
年
度
の
調
査
で
竪
穴
住
居
か
ら
墨
痕
の
な
い
漆
紙
が
出
土
し
、
昭
和

六

一
年
度
の
調
査
で
は
漆
紙
文
書
四
点
が
出
土
し
た
。
漆
紙
文
書
は
居
住

・
エ

一房
ブ
ロ
ッ
ク
と
通
称
さ
れ
て
い
る
区
画
に
あ
る
竪
穴
住
居
か
ら
出
上
し
た

（
１２

・
‐３
）ｏ

次
に
報
告
書
に
基
づ
き
な
が
ら
主
要
な
漆
紙
文
書
の
概
要
を
述
べ
る
。
ま
ず

茨
城
県
教
育
財
団
発
掘
の
漆
紙
文
書
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

１

（
二
七
）
は
、
ａ
を
上
に
し
て
、
ａ
と
ｂ
と
を
上
下
に
貼
り
継
い
で
い
る
。

こ
の
貼
り
継
ぎ
は
当
初
か
ら
の
紙
継
ぎ
で
は
な
く
、
反
古
と
な
っ
た
文
書
を
漆

桶
の
蓋
紙
に
使
用
す
る
に
際
し
て
、
漆
桶
の
直
径
に
対
し
て
一
紙
で
は
不
足
す

る
た
め
に
、
本
来
同

一
の
文
書
で
前
後
に
位
置
す
る
二
紙
を
上
下
に
貼
り
継
い

だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
内
容
は
輸
租
帳

・
損
田
帳

。
青
苗
簿
等
の
作
成
に
も
関

わ
る
検
田
関
係
の
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
他
に
も
条
里
坪
付
け
を
記

し
た
文
書
の
断
片
が
二
点
あ
る
。

２

盆
ハ
六
二
ハ
七
）
は
表
は
延
暦
九
年
の
具
注
暦
の
五
月
二
七
日
か
ら
六
月
八

日
に
か
け
て
の
断
簡
で
、
裏
は
記
載
様
式
に
不
審
な
点
も
あ
る
が

一
応
戸
籍
と
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考
え
ら
れ
て
い
る
。
戸
籍
が
廃
棗
さ
れ
て
の
ち
具
注
暦
と
し
て
再
利
用
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。

３

（九
五
）
は
記
載
や
書
風
か
ら
天
平
宝
宇
元
年
以
降
で
奈
良
時
代
末
か
ら

平
安
時
代
初
の
計
帳
の
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
界
線
は
縦
界

・

横
界

（天
界
二
条
、
中
央
界
一
条
、
破
損
し
て
い
る
が
地
界
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
）

が
と
も
に
あ
る
。
こ
の
他
に
計
帳
と
考
え
ら
れ
る
破
片
が
三
点
、
大
帳
に
関
連

す
る
公
文
か
と
み
ら
れ
る
も
の
も

一
点
出
土
し
て
い
る
。

４
２

一
七
）
は
田
地
売
買
関
係
の
文
書
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

５
（
一
四
四
）
は
疑
間
の
点
も
多
く
あ
る
が
籍
帳
か
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ

な
因
幡
国
戸
籍
に
近
い
記
載
様
式
を
と
る
。
こ
の
他
に
も
籍
帳
と
考
え
ら
れ
る

断
片
は
数
多
く
出
上
し
て
い
る
。

６
（
一
四
一Ｃ

は
楽
舞
関
係
の
装
束

。
道
具
を
書
き
上
げ
た
日
録
か
と
考
え
ら

れ
る
。

７
（
一
七
５

は
書
簡
の
末
尾
と
考
え
ら
れ
る
。
同

一
個
体
で
あ
る
断
片
が
二

点
あ
る
。

．
８
（
一
七
四
）
は
表
裏
同
筆
で
、
記
載
内
容
も
同

一
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら

一
連
の
帳
簿
を
表
裏
に
わ
た
っ
て
記
載
し
た
も
の
で
あ
る
。
記
載
の
内
容

か
，
考
え
て
公
出
挙
の
貸
付
原
簿
と
言
う
べ
き
文
書
で
、
出
挙
事
務
の
最
末
端

で
作
成
さ
れ
、
中
央
へ
進
上
さ
れ
る
出
挙
帳
の
基
礎
と
な
る
帳
簿
で
あ
る
。
国

郡
段
階
で
の
正
税
出
挙
の
運
用
の
実
態
を
究
明
す
る
上
で
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

な
お
Ｏ
は
数
字
を
勘
検
し
た
こ
と
を
表
す
朱
圏
点
で
あ
る
。
こ
の
他
に
同

一
文

書
の
別
の
部
分
の
破
片
と
み
ら
れ
る
も
の
が

一
五
点
あ
る
。
こ
の
他
穎
稲
の
攻

量
を
書
き
上
げ
た
文
書
の
断
片
も
あ
る
。

９
（
一
九
四
）
は
常
陸
国

一
国
を
対
象
と
し
て
一
国
全
体
と
各
郡
毎
の
戸
数

。

日
数
を
集
計
し
た
目
録
帳
で
、
従
来
全
く
知
ら
れ
て
い
な
い
内
容
の
帳
簿
で
あ

∠つ
。Ю

全
〓
一〇
）
は
表
が
那
賀
郡
所
属
の
郷
に
本
貫
の
あ
る
男
性
の
人
名
と
本
貫

郷
名

・
戸
主
姓
名
を
列
記
し
た
歴
名
で
、
何
等
か
の
力
役
に
関
わ
る
も
の
か
と

み
ら
れ
、
ま
た
裏
は
保
元
元
年
頃
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
摂
津
国
調
帳
案

の
記
載
様
式
と
基
本
的
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
国
衝
に
と
ど
め
置
か
れ
た
調
帳

の
案
文
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
表
の
調
帳
が
鹿
の
子
遺
跡
に
存
在
し
た
国
衝
関

連
二
房
に
払
い
下
げ
ら
れ
た
の
ち
、
一異
の
歴
名
が
作
成
さ
れ
廃
棄
さ
れ
た
可
能

性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

Ｈ
ｃ
〓
ご
万
）
は
軍
防
令
備
戎
具
条
と
密
接
に
関
連
し
た
文
書
で
、
人
別
に

戎
具
を
検
閲
し
た
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
既
知
の
史
料
に
は
該
当
す
る
公
文
書

が
存
在
し
な
い
。
奈
良
時
代
末
か
ら
平
安
時
代
初
の
武
装
の
実
態
を
示
す
貴
重

な
史
料
で
あ
る
。
こ
の
他
に
直
接
に
は
接
合
し
な
い
が
同

一
文
書
の
一
部
と
考

え
ら
れ
る
破
片
が
あ
る
。

こ
こ
に
取
り
上
げ
た
も
の
の
他
に
同

一
文
字
を
何
度
も
書
い
た
習
書
や
国
郡

司
の
官

・
位

・
勲
位
を
列
記
し
た
文
書
等
も
出
上
し
て
い
る
。
な
お
紀
年
の
記

さ
れ
た
文
書
は
四
点
あ
り
、う
ち
三
点
は
延
暦
年
間
の
年
号
を
記
し
て
お
り
、遺

跡
の
年
代
観
と

一
致
す
る
。
し
か
し
他
の
一
点
は
天
平
勝
宝
年
間
の
年
号
を
書



い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
書
体
等
か
ら
考
え
二
戸
籍
等
の
冒
頭
部
分

の
記
述
で
あ
る
可
能
性
が
あ
り
、
必
ず
し
も
遺
跡
の
年
代
と
矛
盾
し
な
い
と
い

つゝ
。ま

た
石
岡
市
に
よ
る
発
掘
調
査
で
出
上
し
た
漆
紙
文
書
の
主
要
な
も
の
は
次

の
二
点
で
あ
る
。

‐２
は
倹
田
関
係
文
書
で
、
年
代
は
四
証
図
制
の
確
立
さ
れ
た
延
暦
五
年
以
降

の
八
世
紀
末
か
ら
九
世
紀
初
頭
頃
に
推
定
さ
れ
る
。
と
と
ｂ
と
は
直
接
に
は
接

合
し
な
い
が
、
ａ
が
ｂ
の
一
行
日
の
上
に
位
置
す
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
い

＞ク
。‐３

は
具
注
暦
の
断
筒
で
あ
る
が
、
年
代
判
定
は
困
難
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

ｌ
ａ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
口
里
十
六
田
西
北
角
五
段

▲脚
前
里
十
五
□
依
田
西
四
段

「不
」

二
酒
田
東
六
段

「不
一
段
」

れ回
理
二
野
依
田
〔臣
鯉
二
百
歩

十
五
石
田
北
三
百
歩

翁
�

田
東
六
段
「不
一
段
」

翁
評
東
二
段

「否
夏
」

ａ
ョ
田
西
四
段

「不
一段
」

蟄
井五田姿
評
蓼

０
印
塁
二
下
深
田
中
六
十
歩

「不
□
□
歩
」

歩“師
】Ｆ
歩
」

「不
一
段
」

田
中
四
段
百
汁
歩
「不
一
段
」

性
酸
叱
一
段
二
百
対
歩
「と
一段
」

谷
侯
関
東
百
歩

一野
百
対
歩
「不砿雁鷲

〔一ハ
カ
〕

段
□
十
歩北二
〔百酬騨田三百七十歩、ョ７拠醐薄勝御十理痛対歩

捕
烈
家
中
田
北
一
段

□
里
十
二
池
〔酔
配
北

一
段

〔酔
蛇
里
十
竹
依【帥
ヵ〕

鳴
田
里
七
南
里
外

〔戸帷鋒
マ広
足作
田

根
生
里
井
六
野
依
田
七
段
十
歩

十

一
章
原
田
西
五
段

十
五
岡
田
里
九
段
百
歩

西
相
尼
里
十
九
草
〔即
配
西
六
段
八
歩

河
曲
郷
占
マ
刀
良
作
田
真
野
里
十
六
田
四
段

八
田
北
六
段
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
五

五
田

一
段
百
五
十
歩

「
封
軍
十
二
田
南

一
段
　
　
　
　
　
　
　
　
６０

、引
匹
田
東
南
角
三
百
歩
　
　
　
　
　
　
‐

翁
ゴ
祢
里
十
四
道
田
西
北
角
二
μ

翁
ョ
田
西
一
段
六
十
歩

れ
ゴ
田
一
町
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２
（表
）

〔手
ォ
〕

□
甲

除
手
足
甲

除
手
足
甲

天
道
東
行
雄
帥
隊
飾
天
徳
在
甲
脚
趾
勘
雅
月
厭
在
巳
月
殺
在
戊

市
買
納
財
吉

大
歳
日
□
歳
前
□
倉
重
厭
拝
官
冊
授
療
〔酢
定
冠
□
□

大
歳
日
日

日
□
□
母
倉
月
徳
無
翅
結
婚
納
財
□
□
□
塞

大
歳
位
小
歳
前
〔酔
酢
鰹
除
々
服
吉

倭
文
部
真
〔酪
兄
自
売
年
拾
捌

倭
文
部
大
刀
自
売
年
弐
拾
壱

倭
文
部
黒
同
□
年

倭
文
部
日
□
栖
年
□

倭
文
部
日
‐‐
□
□

〔倭
ヵ
〕

□
□
文
部
□
虫

〔黒
栖
こ

□
部
□
□
年

者
老

口
Ｈ
Ｈ
Ｈ
回
年
弐
拾

□
占
部
真
妹
女
年
弐
拾
捌

妹
占
部
子
稲
主
女
年
弐
拾
捌

妹
占
部
申
虫
女
年
弐
拾
伍

占
部
広
刀
自
売
年
参
拾
捌

生
部
手
古
女
年
陸
拾

吉
糸
侯
部
日
日
日
□
拾

多
治
部
□
□
女
年
騨
拾
捌

日
日
□
利
刀
日
日
国
弐
拾
騨

口
日
庭
虫
女
年
拾
玖

□
□

□
回

□
□

□
男

□
□朗
〕

□
□

日
三
中
男

口

一

要 妥 妥
 詈畳晟襄 妥

彊妥晟妥 目 目
W 
里  W     塁

月
徳
在
甲
合
在
己
及
鑓
継
靱
計
月
空
在
庚
麒
趾
伽
赴
三
鏡
期
細
期

除
　
　
　
　
大
歳
位
小
歳
前
壊
垣
墓
葬
斬
草
解
除
々
服
吉

麒
轄
絋
鉗
中
大
歳
位
小
歳
前
壊
垣
日
日

日
□
解
除
々

大
麿
□
〔騨
□

□
浴
　
　
大
歳
□
歳
位
帰
忌
九
女
斬
草
吉

大
歳
位
療
病
垣
破
屋
吉

大
歳
位
拝
官
結
婦
婚
納
徴
掃
葬
斬
草
吉

大

（裏
）
日
―十
日
部
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
□

□
長
幡
部
□
日
□
自
売
　
　
　
　
　
□
回

跡
胞
長
幡
部
□
刀
自
売
年
拾
弐
　
　
□
□

□
孫
長
幡
口
回
黒
　
　
　
　
　
　
　
□
□



□
治
比
部
虫
女
年
騨
拾
染

日
Ｈ
回
真
鳥
床
昌
年
柴
拾
陸

同
Ｈ
日
口
日
□
床
呂
□
弐
拾

□
田
売
国
家
□
国〔叫
〕

郎
譜
ル一
廷
麿
十
日
蜘十二〔宮噺聴櫛

日
回
□
里
極
廿ヵポⅢ

公
日
日
高
昌
年
五
十
九

日

甘

戸
主
公
子
マ
ロ
ロ
ロ
一ハ十

公
子
マ

公
子
マ
真

□

鋼
鍍
二
□

頭
一醸
ヵ〕

７
　
　
　
□
占
部
少
訟

□
是
尤
〔酔
配
口
日
日
□
垂

回
聴
免
□
回
如
之
不
勝
回

頓
首
死
罪

□

３

釜

Φ

　

　

　

　

　

・

Ｐ
廿
症廟
【冊

ロ
マ宗
足
藤朋
”冊

赫
麟
謗
糊

占
マ羊
薫朋
中冊

「刑
マ直
日
四
田
習
醐」

酸
□〔酔
□二臥
と

醒
胞
マロ
宿
奈
万
呂
正朋”漑

刑
マ
千
法
女
正
崩
中冊

刑
マ泥
女
〓崩
一情

症朋
れ朋

正舶葛
料中

□ □腰
□  己

目茎妥

ユ62
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9
（
議

閉
齢

田朋
。廿

女
〓
朋
中
剛
「九
月
十
八
一日
本

一
段
」

日
（臥
ヵ
〕
　

「稲
五
百
五
十
束
」

マ
広
足
薪

中切

が
早

・一鼎

費

売

れ

よ

若
桜

マ
尼
□
女
〓
崩
・”
岬

」
九
月
十
一
一日
井
九
月
士
沿

ｔ
Ｗ

対
二
二産
女
〓朋
中坪
」

刑
マ直
広
足
蓋朋
。が
」

�刑
マ
締
そ
！
齢
掴
朋
〔。，颯
力 ｗ一

刑
マ広
主
正崩
〔堺
」

巨

稲

虫

女

正

月
―
月

剛

□
峯
則
調
中

国

万
六
千

八
爆
神
戸
Ｈ参
個
捌
拾
騨
山
一市承廿感婿

万
壱
任
陸
栖
陸
拾
叫
�
瘍
ぜ
青
＞
市
感
廿
臥
陽

仁懃藤
□
醜
辟
拝
弐
姻
挙即線挫
酔
粕
瓶

床
昌
□

□
成
璽
要
郷
一戸
主
□

小
龍
広
疇
墨
戸
主
雀

雀
部
綾
床
呂
人
部
郷
一戸
主
□

□
文
郡
奥
成
田
田
□
戸

□
子
部
足
床
呂

黒
虫

郡
合
廿
郷
大
帳
見
　
　
　
　
　
　
　
　
．

雛
調
白
絶
二
亘
〔臥
柁
八
疋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

紺
絶
八
疋
　
丁
と

一

回
絶
五
疋
　
丁
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・６３

１０
（表
）

（昔塁（）



水
誦
〔五

部
真
村
年
□
（

弓□
袴

水
誦床

呂

大
刀
腰
縄
小
鉗

五
大
刀
腰
縄

‐２
ａ
　
天
平
十
四
年
田
籍〔藤

ヵ
〕

ｂ
　
　
　
　
　
　
　
□
渕
里
二

籍
在
布
久
良
里
汁
五

田
籍
在
布
久
良
里
□

年
田〔酢
従
布
久
良

‐３
　
醸
糀
蔵
対

大
歳
対
血
忌

大
夫大
歳
対
嫁
乗 舗

婦弩霙
□υ三
≧
脅簑
小 腰 大
鉗 縄 刀

縄 頭 輛  縄 頭 輛
解 纏   解 纏

弦ハ
□3

頭 柄
纏

源

氏

平

遺

跡

水
戸
北
部
中
核
工
業
団
地
の
造
成
事
業
に
と
も
な
う
調
査
で
、
住
居
跡
竪
穴

一
七
基

・
掘
立
柱
建
物
跡

一
棟
な
ど
を
検
出
し
て
い
る
。
住
居
跡
は
方
形
で
、

北
壁
中
央
に
カ
マ
ド
を
有
す
る
も
の
が
多
く
、
カ
マ
ド
に
は
切
石
を
構
築
の
際

に
使
用
し
て
い
る
も
の
も
み
ら
れ
た
。
漆
紙
文
書
は
、　
一
五
号
住
居
跡
の
カ
マ

ド
の
袖
上
か
ら
、
内
面
に
黒
色
処
理
が
施
さ
れ
た

「
土
垣
ヵ
倉
」
と
底
部
に
墨

書
さ
れ
た
高
台
付
杯
形
の
上
師
器
の
内
面
に
は
り
つ
い
た
状
態
で
出
上
し
た
。

こ
の
集
落
は
奈
良
時
代
を
平
安
時
代
前
期
前
後
を
中
心
に
営
ま
れ
た
ら
し
く
、

墨
書
土
器

・
刻
書
土
器

。
文
字
瓦
な
ど
、
文
字
資
料
は
非
常
に
豊
富
で
あ
る
。

漆
紙
文
書
の
文
字
は
僅
か
に

「解
」
と
釈
読
で
き
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
の
時

期
に
一
集
落
に
こ
の
よ
う
に
文
字
の
世
界
が
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
、

注
目
し
て
良
い
。

下

野

国

府

跡

昭
和
五

一
年
以
来
、
三
七
次
に
及
が
調
査
に
よ
っ
て
、
国
府
の
政
庁
域
お
よ

び
そ
の
周
辺
部
の
構
成
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
が
、
こ
の
国
府
域
か
ら
は
、

漆
紙
文
書
は
第
二

・
三
次
お
よ
び

一
八
次
の
調
査
で
総
計

一
〇
八
点
、
さ
ら
に

三
七
次
で
二
六
点
、
合
計

一
三
四
点
が
出
土
し
て
い
る
。

ま
ず
前
者
に
つ
い
て
は
、　
つ
い
先
頃

『
下
野
国
府
跡
Ⅶ
』
（木
簡

・
漆
紙
文
書

調
査
報
告
書
　
昭
和
六
二
年
二
月
）
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
詳
細
は
同
報
告
書

に
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依
ら
れ
た
い
。

ま
ず
第
二

・
三
次
調
査
は
政
庁
の
北
北
東
約
二
〇
〇
ｍ
の
微
高
地
の
調
査
で
、

一
〇
世
紀
代
に
営
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
廂
を
持
つ
官
衝
風
建
物
な
ど
三
小
期
に

区
分
さ
れ
る
建
物
群
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
漆
紙
は
こ
の
調
査
地
区
内
の
二
箇

所
で
見
付
か
っ
て
い
る
。　
一
つ
は
こ
れ
ら
の
建
物
群
を
囲
む
溝
Ｓ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ｏ

一

（断
面
は
Ｕ
字
状
で
幅
は
○
・
五
ｍ
、
深
さ
○
・
三
ｍ
）
の
北
の
部
分
か
ら
、
埋
め
ら

れ
た
完
形
に
近
い
婉
形
の
土
師
器
の
底
に
貼
り
付
い
た
状
態
で

一
文
書
分

一
五

点
が
出
土
し
て
い
る
。
い
ま

一
つ
は
建
物
群
の
西
側
を
南
に
下
り
東
に
曲
が
る

こ
の
溝
Ｓ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ｏ

一
に
取
り
付
い
て
い
る
溝
Ｓ
Ｄ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
三
の
埋
土
中
か
ら

お
そ
ら
く
二
文
書
分
二
五
点
が
出
土
し
て
い
る
。

さ
ら
に
政
庁
内
郭
に
西
隣
す
る
地
区
の
第

一
八
次
調
査
で
は
、
溝
な
ど
政
庁

西
辺
塀
に
関
わ
る
遺
構
と
、
二
〇
基
の
上
羨
が
検
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
う
ち
五

基
の
土
羨
か
ら
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
。
土
竣
は
、
遺
構
検
出
面
が
第
三
層
で

あ
る
政
庁
Ⅱ
期
建
物
群
焼
失
時
の
整
地
上
で
覆
わ
れ
た
延
暦

一
〇
年
頃
に
廃
絶

さ
れ
た
Ａ
群
と
、
遺
構
検
出
面
が
第
二
層
で
あ
り
政
庁
Ｉ
期
末
ま
た
は
同
期
建

物
焼
失
後
ま
も
な
く
使
用

・
廃
棄
さ
れ
た
Ｂ
群
と
に
分
け
ら
れ
る
。
漆
紙
文
書

が
出
土
し
た
の
は
、
Ｓ
Ｋ
Ｏ

一
一
・
〇

一
三

。
〇

一
八

。
〇

一
九

。
〇
二
三
で

あ
り
、
Ｓ
Ｋ
Ｏ

一
三
を
除
い
て
全
て
Ａ
群
で
あ
る
。
こ
の
地
区
の
漆
紙
文
書
も

殆
ど
が
小
破
片
に
な
っ
て
お
り
、
六
人
点
を
数
え
る
が
、
本
来
は
約

一
二
点
あ

ま
り
の
文
書
で
あ
ろ
う
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

Ｓ
Ｄ
Ｏ
〇

一
。
Ｓ
Ｄ
Ｏ
Ｏ
三
か
ら
出
上
し
た
漆
紙
文
書
片
は
本
来
は
そ
れ
ぞ

れ
同

一
文
書
の
破
片
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
接
合
で
き
ず
、
ま
た
殆
ど
釈

読
も
で
き
な
い
た
め
文
書
の
性
格
も

明
ら
か
に
で
き
な
い
。　
ま
た

Ｓ
Ｋ
Ｏ

一

三

。
Ｓ
Ｋ
Ｏ

一
八

・
Ｓ
Ｋ
Ｏ

一
九
か
ら
出
土
し
た
漆
紙
片
も
ほ
ば
同
様
で
あ
る
。

Ｓ
Ｋ
Ｏ
二
三
か
ら
は
、
下
層
か
ら
二
点
と
上
層
下
面
か
ら

一
点
が
出
上
し
て

い
る
が
、
内
容
が
知
り
う
る
の
は
後
者
の
一
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
漆
桶
の
周
縁

に
接
す
る
付
近
の
小
破
片

（長
さ
一
五
一
ｍ
・
っ
幅
七
一
Ｕ

で
、
漆
は
表
裏
両
面

に
付
着
し
て
お
り
、
文
字
も
両
面
に
確
認
で
き
る

（
ｌ
）
。

Ｓ
Ｋ
Ｏ

一
一
か
ら
は
、
下
層

。
上
層
下
面

。
上
層
か
ら
合
わ
せ
て
三
六
点
が

出
上
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
六
文
書
に
分
け
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
下
層
出

上
で
は
売
券

（
２
）
、　
上
層
下
面
出
土
で
は

「
田
籍
様
文
書
」
と

「
正
税
納
入

に
関
す
る
文
書
の
草
案
」
と
が
一異
表
に
記
さ
れ
た
三
紙
為
よ
が
文
書
（
３
ｔ
５
）
、

上
層
出
土
で
は

「
延
暦
二
年
十
月
五
日
」
の
年
紀
を
も
つ
文
書

（
６
）
が
注
目

さ
れ
る
。

ま
た
、
昨
年
度

（
昭
和
六
一
年
度
）
栃
木
市
教
育
委
員
会
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た

下
野
国
府
跡
保
存
整
備
事
業
に
関
わ
る
発
掘
調
査

（県
教
育
委
員
会
が
行
っ
た
調

査
と
通
し
で
、
第
二
七
次
調
査
）
で
、
漆
紙
文
書
二
六
点
が
出
土
し
て
い
る
。
出
土

地
点
は
政
庁
北
辺
塀
か
ら
北

へ
二
五
ｍ
、
政
庁
南
北
中
軸
線
の
延
長
線
の
す
ぐ

西
に
あ
た
り
、
土
羨
Ｓ
Ｋ
十
二
か
ら
出
上
し
て
い
る
。
こ
の
南
接
地
は
、
第

一

〇
次
調
査
区
で
あ
り
、
土
羨
な
ど
を
検
出
し
て
い
る
が
、
漆
紙
文
書
は
発
見
さ

れ
て
い
な
い
。
文
書
は
こ
の
上
羨
の
最
上
層
の
政
庁
Ｉ
期
建
物
焼
失
後
人
為
的

に
埋
め
ら
れ
た
土
層
か
ら
出
土
し
て
い
る

（
７

・
３
）
。



次
に
報
告
書
に
よ
り
な
が
ら
漆
紙
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
る
。

１

（
一一七
Ａ
・
Ｂ
）
は
、
第

一
次
文
書
と
思
わ
れ
る
Ａ
面
の
文
字
は
行
の
心
々

は
約
二
五
硼
を
と
る
方

一
五
血
の
大
き
な
字
で
あ
る
。　
Ｂ
面
は
歴
名
文
書

（案

文
か
）
断
筒
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

右
に
す
晰
雇
卜
報
聯
｝
［
麻
府
聘
詢
浄
鋳
約
瑚

「 分
球
昨

「期
瑚
岬
螂
胸
］
十
〕

日
置
部
」
の
紙
片

（
四
）
が
接
続
す
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
の
他
関
連
の
紙
片
が

四
点
あ
る
。

３
を
５
（
〓
一一Ａ
・
Ｂ
）
は
蓋
紙
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に
三
紙
が
使
用
さ
れ

て
い
る
が
、
本
来
は
一
紙

（
な
い
し
は
一
連
の
文
書
）
で
あ

つ
た
ら
し
く
、
Ａ
面

は
第

一
次
の
文
書
で
田
籍
様
文
書
で
あ
り
〔
Ｂ
面
は
第
二
次
の
文
書
で
日
置
某

の
正
税
納
入
に
か
か
わ
る
文
書
の
草
案
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

記
載
内
容
か
ら
３

・
４

・
５
の
順
序
で
あ

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

６
２

二
Ａ
・
Ｂ
）
は
年
紀
の
見
え
る
Ｂ
面
が
よ
り
丁
寧
に
書
か
れ
て
お
り
、

こ
れ
は
文
書
の
末
尾
で
あ
ろ
う
。
Ａ
面
の
文
書
の
性
格
は
不
詳
で
あ
る
。

７

（
１
）
は
二
紙
片
を
接
合
し
た
も
の
で
、
Ａ
面
歴
名
様
文
書
の
断
簡
と
思

わ
れ
．
Ｂ
面
の
文
書
の
性
格
は
は
っ
き
り
し
な
い
が

「
返
抄
」
と
す
れ
ば
興
味

深
い
。

８

（
３
）
は
裏
表
と
も
田
籍
様
文
書
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
（Ｂ
面
の
釈
文
は
略

す
）。

ｌ
Ａ
　
　
　
日
□
□
□
□
日
日

□
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷

国
人
宇
始
及
皇
□

□
□

Ｂ
　
　
　
　
　
□
諭辞
〕」）各
・

日
□
□
年
五

□
大
伴
．随
鬼
醜
酢
酢
定
伴
部
刀
自
女
年

□
国
大
伴
部
小
刀
自
女
年
□

（別
筆
）

「
□
少
領
外
従
七
位
上
公
子
」

〔人
日
ヵ
〕

□
□
置
部
刀
良

□
隊
長
懃
十
等
日
日
日
□
□
連
古
東
人

護
人
大
田部
忘町
〕

〔部
ヵ
〕

車
持
□

相
見
人
日
置〔印
ヵ〕

３

Ａ

日
置
　
真
浜

□
里
七
垣
本
田
一
段

十
八
条
五
里
十
七
□
□
田
二
段

十
九
条

一
里
一助
叱
七
段
百
士

□
路
謎
百
廿
　
　
□
□
□
再
醍
隅
□胎
ヵ〕
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Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
五
百
七
十
　
　
　
回
三
百
士

対十五五

４
Ａ
　
十
九
条
二
塁

同
里
四
小
牧
田
九
段
百
廿

「養
ス
追
記
）

十
六
条
四
里
十
二
上
馬
来
田
四
段

膵
堅
十
八
墓
田
七
段

□
回
十

一
粟
嶋
田
二
段
百
＋

Ｂ
　
□ぼ
ヵ〕

十

５
Ａ
　
　
　
　
　
　
　
五
段
百
十

一　
　
　
　
　
　
四
段
百
廿

〔百
力
〕

小
深
田

一
段
回
□
□

百
廿

□
戸
田
二
段
二
百
冊
　
　
　
　
　
　
十
九
条
四
里
十
四
酒

マ
田
二

同
四
回
日
口
日
国
曽
苫
五
町

一
段
三
百
汁

同
里
十
七
曽
稲
田
二
段
日
回

□
里
□
四
長
田
七
段
百
士

同
四
口
Ｈ
　
　
‐―
口
□

同
□
日
日
日
日
垣
田
七
段
百
士

十
八
条
四
里
井
二
小
井
戸
田
一
町

真
□
回

十
六
条
四
二
十
四
揚
田
九
段
三
百
鮒

同回

マ
田
日
日
百
廿

十
七
条
□
里
八
下
椎
田
百
十

明
笠
――
‐Ｉ
Ｈ
］〔師
配
四
町
一
一段
士
歩

条
四
里
同
日
日
□
田
八
段

同
里
十
四
小
幡
田
九
段

十
七
条

一
里
升
四
此
本
田
一
町

同
里
十
四
小
幡
田
九
段

Ｂ
　
　
　
　
広
刀
自
□

□
主
□

口
Ｈ
Ｈ
日
四
年

置
部
日
Ｈ
Ｈ
回

〔置
〕
　
　
〔戸
力
〕

日
□
□
□
回
□
同
姓
子
犬
万
昌
年

戸
主
日
置
〔酌
暖
膵
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
６７

日
置
部
真
刀
自
女
年
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

目舞
糀
田
五

段
□h百

響登廿
□7
カ

十
八
条
五
里
七
鳴
田
三
段
二
百
附

十
九
条
五
里
十

一
小
滑
田
九
段
二
百
冊

十
九
条
四
里
十
三
奈
戸
田
二
段
二
百

十
八
条
四
豆
垣
本
田
百
士

三
里
十
六
畔
元
田
四
段

一
里
十
七
下
草
切
田
四
段
百
忘
財
と

十
六
条
二
塁
十
四
橋
爪
田
二
百
計

二
図
十
六
条
五
里
十
三
下
長
同
百



日
置
部
刀
自
女
年

日
置
□
□
刀
自
女
年

〔日
ヵ
〕

□
□
部
同
国
女
年

同
□
部
日
Ｈ
日
日
□
公
年

〔置
部
と

日
□
□
日
‐‐
日
□
年

日
酪
師
畔
日」ョ〔臣
駕

日
詣
臣
日
年

〔正
ヵ
〕

□
□
国
正
丁
同
郷
郷
戸
□

□
口
広
浜
正
丁
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１６

日
田
日
□
□
□
宇
治
部
郷

□
□

□

□
炊
所
返〔叫
〕
一一一□
□

□
□
□
□
日
Ｈ
日
Ｈ
Ｈ
回

８
Ａ
　
　
井
二
西
枚
田
四
段

五
里
十

一
東
□
□
□

三
里
二
西

一
段

入
苗
付
田
二
段
□
□

南

栗

北

栗

遺

跡

松
本
市
の
西
方
、
島
立
南
栗
集
落
の
北
東
で
、
梓
川
扇
状
地
氾
濫
原
の
端
が

奈
良
井
川
に
よ
り
限
ら
れ
て
で
き
た
段
丘
面
上
に
あ
り
、
九
世
紀
末
ぞ

一
〇
世

紀
初
頭
を
ピ
ー
ク
と
す
る
が
、
古
墳
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代
末
期
に
か
け
て

営
ま
れ
た
集
落
遺
跡
で
、
ほ
場
整
備
事
業
に
伴
う
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。

漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
の
は
Ⅳ
地
区
の
第
七
五
号
の
竪
穴
住
居
跡

（
Ｖ
期
）
で
、

須
恵
器
杯
に
付
着
し
た
状
態
で
あ

っ
た
。
文
字
は
わ
ず
か
に

「
月
大
」
と
確
認

で
き
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
あ
る
い
は
具
注
暦
の
断
簡
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
極
め

□
□
税
□
以
来
九
月
上
旬
員
進
上
若
過
申
期

□
同
賂

鵡

黎

依
法
被
重
罪
以
巳
私
物
不〔畔

〕

口Ｈ
Ｈ
艶
鮮

６
Ａ
　
　
　
□
□
川
原
田
子
牛
養

□
七
把
五
分

〔長
力
〕

□
□
財
部
田
□
人

Ｂ
　
□
□
□

□
依
員
□
□

延酌
甲
塁
日

７
Ａ
　
　
　
参
人
□

□
庚
瀬
郷
□

延
暦
九
年
□
月
□
日
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て
貴
重
な
例
と
な
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
住
居
跡
か
ら
は
ほ
か
に
漆
の
付
着
し
た

杯
が
出
土
し
て
お
り
、
他
の
住
居
跡
か
ら
は
墨
書
土
器
も
出
て
い
る
。

長
　
岡
　
一八
　
跡

長
岡
京
跡
で
は
三
箇
所

（左
京
四
条
二
坊
九
町
・
左
京
四
条
三
坊
一
町
・
左
京
四

条
四
坊
六
町
）
か
ら
漆
紙
文
書
が
出
上
し
て
い
る
。

一
、
左
京
四
条
二
坊
九
町

昭
和
五
六
年
に
実
施
さ
れ
た
宅
地
造
成
に
伴
う
事
前
調
査
で
、
漆
紙
文
書

一

点
が
三
条
大
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ
Ｏ
五
四
か
ら
出
上
し
た
。
こ
の
溝
は
幅
が

一
定
せ

ず
、
西
方
で
は
幅
二

・
五
ｉ
三

・
五
ｍ
を
測
る
が
、
東
で
は
急
に
幅
が
狭
ま
り

○

・
八
を
○

・
八
五
ｍ
と
な
る
。
三
条
大
路
南
側
溝
か
ら
は
こ
の
ほ
か
に
、
土

師
器
、
須
恵
器
、
木
器
、
漆
器
、
木
衛
二
点
、
編
物
、
土
錘
、
土
馬
等
も
出
土

し
て
い
る
。
赤
外
線
テ
レ
ビ
画
面
を
撮
影
し
た
写
真
を
見
る
と
、
少
な
く
と
も

二
行
に
わ
た
る
文
字
の
存
在
が
確
認
で
き
る
。

二
、
左
京
四
条
三
坊
三
町

外
環
状
線
道
路
建
設
に
伴
う

一
連
の
事
前
調
査
の
う
ち
、
昭
和
六

一
年
に
行

わ
れ
た
左
京
四
条
三
坊
三
町
の
北
西
部
分
の
調
査
で
、
調
査
区
の
北
西
端
に
お

い
て
検
出
し
た
焼
土
を
含
む
土
羨
か
ら
漆
紙
文
書
が

出
上

し
た
。　
こ
の
上
羨

（東
西
一
・
二
ｍ
、
南
北
一
ｍ
、
深
さ
○
・
三
五
ｍ
）
に
は
三
回
に
わ
た
る
灰
の
堆

積
が
認
め
ら
れ
、
漆
紙
文
書
は
そ
の
最
上
層
か
ら
二
枚
に
折
り
重
な
る
よ
う
に

し
て
出
土
し
た
。
現
状
で
は
多
数
の
小
片
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
現
在
の
と
こ

ろ
内
容
は
不
明
で
あ
る
。

三
、
左
京
四
条
四
坊
六
町

道
路
整
備
事
業
に
伴
う
調
査
（第
五
九
次
）
で
検
出
さ
れ
た
土
羨
Ｓ
Ｋ
Ｉ
Ｂ
Ｏ

一
か
ら
出
上
し
た
。　
こ
の
上
羨

（東
西
○
・
八
五
ｍ
、
南
北
Ｏ
・
八
ｍ
、
深
さ
○
・

五
ｍ
）
の
埋
土
は
四
層
か
ら
な
り
、
漆
紙
は
第
Ｉ
層
下
部
か
ら
三
点
が
出
土
し
、

う
ち

一
点
は
文
字
が
認
め
ら
れ
な
い
。　
一
点
は
直
径
約
二
〇
伽
の
蓋
紙
が
二
つ

折
り
に
な

っ
た
状
態
で
出
土
し
て
お
り
、
紙
片
は
天
地
が
約
九

・
五
×
二
師
、

幅
が
約

一
三

。
六
ｃｍ
で
あ
る
。
罫
線
は
認
め
ら
れ
な
い
が
文
字
は
約
二
・
三
伽

幅
の
行
に
正
確
に
書
か
れ
て
お
り
、
文
字
と
紙
の
上
端
と
は
最
大
四

。
四
ｃｍ
の

余
白
が
あ
る

（
１
）。　
い
ま

一
点
は
直
径
約

一
二

・
五
伽
の
蓋
紙
が
二
つ
折
り

に
な
っ
た
状
態
で
あ
る
。
紙
片
は
天
地
が
約
六

。
○
×
二
ｃｍ
、
幅
が
約

一
二

。

四
伽
で
あ
る

（
２
）
。

と
は
お
そ
ら
く
、
志
斐
連
某
の
計
帳

（あ
る
い
Ｌ
戸
籍
）
の
断
簡
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
の
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
た
だ
二

一
歳
の
志
斐
連
矢
麻
昌
が

「進
正

丁
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
そ
の
年
代

・
史
料
性
を
考
え
る
場
合
に
注
目

し
て
よ
か
ろ
う
。

２
あ
る
い
は
１
の
断
簡
に
か
か
わ
る
戸
の
総
計
を
示
す
部
分
の
一
部
で
あ
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
他
に
本
年
九
月
に
坊
間
小
路
西
側
濤
か
ら
二
点
が
出
土
し
て
い
る
が
詳

細
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
る
。



１
　
　
□
尾
張
連
古
虫
女
年
陸
拾
渫
歳

□
斐
連
宇
陥
床
呂
年
弐
拾
伍
歳
正
丁

男
志
斐
連
弓
麻
呂
年
弐
拾
弐
歳
　
□
丁

男
志
斐
連
矢
床
呂
年
弐
拾
壱
歳
　
進
正
丁

男
志
斐
連
嶋
守
年
拾
騨
歳
　
　
　
小
子

男
志
斐
連
畦
酢
年ｉｔ
ぽ
弐
歳
　
　
　
小
子

女
志
斐
連
宅
女
年
弐
拾
参
歳
　
　
丁
女
〔小
女
ヵ
〕

一日
日
日
日
日

――
日
日
日
日
四
　
　
□
□

２
　
　
位
　
十
五
人
小
子
　
一
一人
緑
子

十
三
人
小
女
　
一
人
緑
女

四
人
者
女

平

城

宮

跡

平
城
宮
跡
で
は
、
そ
の
東
南
隅
部
に
お
い
て
昭
和
四

一
年
に
実
施
し
た
第
三

二
次
補
足
調
査
で
漆
紙
文
書
二
点
が
出
上
し
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
平
城
宮
の

南
面
を
限
る
南
面
大
垣
の
す
ぐ
北
を
東
西
に
走
る
官
内
道
路
Ｓ
Ｆ

一
七
六

一
の

南
側
溝
Ｓ
Ｄ
四

一
〇
Ｏ
Ａ

（幅
約
一
・
八
ｍ
、
深
さ
○
・
四
１
一
・
Ｏ
ｍ
）
か
ら
出

上
し
た
。
Ｓ
Ｄ
四

一
Ｏ
Ｏ
Ａ
の
堆
積
土
は
上
下
三
層
に
分
け
ら
れ
、
漆
紙
文
書

は
下
層
か
ら
出
上
し
た
。
な
お
漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
Ｓ
Ｄ
四

一
〇
Ｏ
Ａ
の
下

層
か
ら
式
部
省
関
係
の
木
筒

一
二
八
三
七
点
も
同
時
に
出
上
し
て
い
る
。

平
　
城
　
一八
　
跡

平
城
京
跡
で
は
六
箇
所

（左
一昼

一条
二
坊
・
左
京
三
条
一
坊
三
ハ
坪
・
左
京
七
条

一
坊
九
坪
・
左
京
八
条
一
坊
六
坪
。
左
京
八
条
三
坊
・
右
京
八
条
一
坊
一
四
坪
）
か
ら

漆
紙
文
書
が
出
土
し
て
い
る
α

一
、
左
京
二
条
二
坊

昭
和
五
五
年
に
平
城
官
東
院
の
東
南
隅
に
隣
接
す
る
地
域
で
実
施
し
た
調
査

で
、
二
条
条
間
大
路
側
溝
Ｓ
Ｄ
五
七
八
〇
か
ら
漆
紙
文
書
二
点
が
出
上
し
た
。

Ｓ
Ｄ
五
七
八
〇
か
ら
は
漆
紙
文
書
の
他
に
文
字
資
料
と
し
て
は
木
簡
七
九
点
、

墨
書
土
器
等
も
出
上
し
て
い
る
。

二
、
左
京
三
条

一
坊

一
六
坪

平
城
官
東
南
隅
の
東
南
方
、
東

一
坊
大
路
と
二
条
大
路
の
交
差
す
る
地
点
で

昭
和
五
二
年
に
実
施
し
た
調
査
で
漆
紙
文
書

一
点
が
出
土
し
た
。
漆
紙
文
書
が

出
上
し
た
の
は
、
左
京
三
条

一
坊

一
六
坪
内
に
あ
る
土
羨
か
ら
で
あ
る
。

１
は
戸
籍
な
い
し
は
計
帳
と
考
え
ら
れ
る
籍
帳
様
の
文
書
で
あ
る
。
書
風
は

養
老
五
年
下
総
国
大
嶋
郷
の
戸
籍
よ
り
古
風
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
戸
籍

で
あ
る
と
す
る
と
養
老
年
間
か
そ
れ
以
前
の
造
籍
に
よ
る
も
の
と
も
推
定
さ
れ

て
い
る
が
、　
一
行
日
の
戸
日
の
異
動
に
関
す
る
と
記
が
戸
日
の
姓
名
や
割
書
き

と
同
筆
で
あ
る
こ
と
か
ら
戸
日
の
異
動
を
注
記
す
る
計
帳
と
考
え
る
見
方
も
あ

る
。　
ま
た
そ
の
年
代
は
一
行
日
の

「和

□
」

が
逃
亡
年
次
を
記
し
た
も
の
と

す
る
と
、
上
限
を

一
応
和
銅
年
間
に
押
さ
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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□
嶋
年
九
　

浮
浪
　
和

□

□
樽付
回
安
文
酢
年

三
、
左
京
七
条

一
坊
九
坪

左
京
七
条

一
坊
九
坪
の
西
南
隅
で
昭
和
六
二
年
に
実
施
し
た
事
前
発
掘
調
査

で
、
調
査
区
の
西
辺
で
検
出
し
た
井
戸
Ｓ
Ｅ
Ｏ

一
（南
北
約
四
・
一
ｍ
、
東
西
約

〓
下
六
ｍ
、
深
さ
約
一
・
五
ｍ
）
か
ら
漆
紙
文
書
三
点
が
出
土
し
た
。
井
戸
Ｓ
Ｅ

〇

一
は
橋
円
形
を
呈
す
る
掘
方
を
も
ち
、
そ
の
や
や
北
に
偏
し
て
井
戸
枠
が
あ

る
。
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
の
は
井
戸
枠
内
の
埋
土
か
ら
で
、
墨
痕
は
わ
ず
か

し
か
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
近
江
国
神
崎
郡
□
□
郷
」
「
左
京
職
」
等
の
文

字
が
判
読
で
き
る
。
こ
の
他
に
も
墨
痕
の
な
い
漆
紙
の
破
片
も
多
数
出
土
し
て

い
る
。

四
、
左
京
八
条

一
坊
六
坪

左
京
八
条

一
坊
三

・
六
坪
に
跨
る
地
点
で
昭
和
五
九
年
に
行

っ
た
調
査
で
、

六
坪
内
に
あ
る
奈
良
時
代
の
後
半
に
属
す
る
と
推
定
さ
れ
る
掘
立
柱
建
物
Ｓ
Ｂ

三

一
九
〇
の
身
舎
西
南
隅
柱
の
柱
抜
取
穴
か
ら
漆
紙
文
書
が
出
土
し
た
。
Ｓ
Ｂ

三

一
九
〇
は
南
に
広
廂
を
も
つ
桁
行
六
間
以
上
の
大
規
模
な
東
西
棟
建
物
で
、

北
方
に
二
棟
の
付
属
建
物
を
配
し
、
こ
の
宅
地
の
主
屋
に
比
定
で
き
る
。
な
お

Ｓ
Ｂ
三

一
九
〇
が
属
す
る
奈
良
時
代
の
後
半
に
は
六
坪
の
宅
地
は
一
坪
規
模
ま

た
は
東
西
に
三
分
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

漆
紙
は
漆
容
器
の
曲
物
に
付
着
、
残
存
し
て
い
た
。
曲
物
本
体
の
木
質
は
既

に
腐
朽
し
、
内
面
に
付
着
し
た
漆
液
の
み
が
硬
化
し
て
遺
存
す
る
。
漆
紙
は
、

漆
液
録
存
の
た
め
に
漆
桶
の
蓋
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
た
際
に
曲
物
の
口
径
に
合

わ
せ
て
周
囲
を
折
り
曲
げ
ら
れ
、
漆
液
の
表
面
に
密
着
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
肉
眼
で
は
墨
書
の
存
在
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
赤
外
線
テ
レ

ビ
カ
メ
ラ
で
撮
影
す
る
と
受
像
機
に
文
字
が
映
し
出
さ
れ
、
漆
紙
文
書
と
判
明

し
た
。
漆
紙
に
文
字
が
確
認
で
き
る
の
は
、
漆
が
付
着
し
た
面
で
は
な
く
、
漆

液
の
あ
基
れ
出
て
い
な
い
紙
の
平
滑
な
部
分
だ
け
で
、
紙
が
破
れ
て
漆
液
が
あ

ふ
れ
出
し
た
部
分
や
現
状
で
は
漆
液
だ
け
が
確
認
さ
れ
紙
の
存
否
が
明
確
で
は

な
い
箇
所
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。

１
は
漆
液
表
面
に
付
着
し
た
紙
の
漆
付
着
面
で
な
い
面
に
確
認

さ
れ

た
小

子

・
小
女
を
列
記
し
た
歴
名
で
あ
る
。
本
文
書
は
様
式
的
に
は
戸
籍
ま
た
は
計

帳
に
近
い
と
思
わ
れ
る
が
、
断
簡
で
し
か
も
小
子

。
小
女
等
不
課
日
の
み
が
記

載
さ
れ
、
異
筆
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と
か
ら
何
か
の
物
資
の
支
給
に
関
わ
る
歴

名
の
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
容
易
に
文
書
名
を
確
定
し
難
い
。
１
の
年
代
は
、

倹
出
遺
構
の
時
期
変
遷
か
ら
Ｓ
Ｂ
三

一
九
〇
が
廃
絶
す
る
奈
良
時
代
末
期
に
下

限
が
消
さ
え
ら
れ
、
ま
た
書
風
か
ら
み
て
も
奈
良
時
代
後
半
か
と
考
え
ら
れ
る
。

２
は
漆
液
表
面
に
付
着
し
て
残

っ
た
紙
が
側
板
に
沿

っ
て
折
れ
曲
が
る
箇
所

に
左
文
字
で
二
行
確
認
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
１
と
は
異
筆
と
思
わ
れ
る
。

３
は
側
板
に
付
着
し
て
残

っ
た
紙
に
墨
痕
が
あ
り
、
外
側
か
ら
見
え
る
。

１

・
２

・
３
の
関
係
は
２
が
左
文
字
で
あ
る
こ
と
、
３
が
側
板
に
貼
り
付
い



て
残

っ
た
紙
の
外
側
か
ら
見
え
る
こ
と
か
ら
、
２

ｏ
３
が
１
の
裏
に
な
る
可
能

性
が
あ
り
、
紙
数

・
点
数
は
不
明
で
あ
る
が
、　
一
紙
で
表
裏
が
共
に
用
い
ら
れ

た
と
も
考
え
ら
れ
あ
る
。

坪
と
坪
の
間
の
交
差
点
を
中
心
と
し
た
範
囲
を
対
象
と
し
て
行

っ
た
調
査
で
、

九

。
一
〇
両
坪
の
坪
境
小
路
南
側
溝
Ｓ
Ｄ

一
一
五
五

（幅
約
三
・
四
ど
三
・
八
ｍ
、

深
さ
約
一
二
冨
）
か
ら
漆
紙
文
書

一
点
が
出
上
し
た
。
こ
の
溝
は
西
に
流
れ
て

東
堀
川
に
注
ぐ
。
Ｓ
Ｄ

一
一
五
五
か
ら
は
漆
紙
文
書
の
他
に
文
字
資
料
と
し
て

は
二
五
点
の
木
簡
や
墨
書
土
器
が
出
土
し
て
お
り
、
ま
た
漆
紙
文
書
と
関
係
の

深
い
漆
工
房
関
係
遺
物

（刷
毛
・
箆

・
漆
容
器
、
漆
付
着
土
器
二
五
〇
点
）
や
漆
塗

製
品

（匙

・
漆
皮
箱

・
冠
幅
断
片
等
）
も
多
量
に
出
土
し
て
い
て
、
漆
紙
文
書
と

漆
工
房
と
の
関
係
を
考
え
る
材
料
を
提
供
し
て
い
る
。

六
、
右
京
八
条

一
坊

一
四
坪

昭
和
五
九
年
か
ら
六

一
年
に
か
け
て
、
右
京
八
条

一
坊
の
一
三

。
一
四
両
坪

に
ゎ
た
っ
て
実
施
し
た
事
前
調
査
で
、　
一
四
坪
内
の
上
羨
か
ら
漆
紙
文
書
が
六

五
点
出
土
し
た
。　
一
四
坪
の
遺
構
は
お
よ
そ
奈
良
時
代
の
前
半
と
後
半
の
二
時

期
に
大
別
さ
れ
、
漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
上
羨
は
奈
良
時
代
の
前
半
に
属
す
る
。

奈
良
時
代
の
前
半
は
一
四
坪
が
南
北
に
三
分
さ
れ
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
北
半

に
は
工
房
ま
た
は
そ
れ
に
関
連
し
た
倉
庫
等
の
施
設
が
あ
り
、
南
半
に
は
屋
内

工
房
か
あ
る
い
は
北
に
あ
る
工
房
で
傍
く
二
人
た
ち
の
宅
地
が
あ

っ
た
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
を
出
土
し
た
土
羨
Ｓ
Ｋ

一
〇

一
（南
北
約
一
五
ｍ
、
東

西
約
三
ｍ
、
深
さ
約
○
。
一一五
ｍ
）
は
一
四
坪
の
北
半
に
あ
り
、
南
北
に
長
く
、

南
北
両
端
の
尖

っ
た
長
方
形
を
塁
す
る
。
こ
の
上
羨
を
挟
ん
で
東
に
は
漆
関
係

Ｉ
房
が
存
在
し
、
ま
た
西
に
は
炉
跡
そ
の
も
の
は
検
出
さ
れ
て
い
な
い
が
羽

口
・
靖

・
鉱
禍
滓
等
が
多
量
に
出
土
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
銅

ｏ
鉄
等
の
鋳
造

□
野
年
八□
千
杵れ
年
十
四

小
子

女
悴然

昌
日

回
饒
妃
鋲

ロ

ロ

日

Ｈ

Ｈ

Ｉ Ｉ

Ｈ

Ｈ

回

女

悴

姑

「
一
回
」

小針
二

「
一一〔研
ヵ
〕

【匪
妃

一十

一
一　
　
　
」

多
床
呂
苅

力
〕

上〔上
ヵ
〕

□
□

２
　
　
　
比
売
年
□

日
存
娑
宛
日
□

３
　
　
□
口
□
同
国

□

五
、
左
京
八
条
三
坊

昭
和
五
〇
年
に
左
京
八
条
三
坊
の
九

。
一
〇

・
一
五

。
一
六
の
各
坪
に
跨
る
、



関
係
二
房
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
出
土
し
た
六
五
点
の
漆
紙
文
書
は
す

べ
て
小
破
片
で
、
そ
の
内
容
や
性
格
を
推
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
中

に
は
い
わ
ゆ
る
計
帳
様
文
書
に
似
た
も
の
や
写
経
風
の
文
字
で
仏
教
用
語
と
考

え
ら
れ
る
語
句
を
記
し
た
も
の
も
あ
る
。
こ
の
上
羨
か
ら
は
、
漆
紙
文
書
の
他

に
墨
書
の
な
い
漆
紙
や
墨
書
土
器

・
線
刻
土
器
等
の
文
字
資
料
、
工
房
関
係
の

遺
物
と
考
え
ら
れ
る
対
禍

。
と
り
べ

・
鉱
滓

。
砥
石
等
、
そ
の
他
硯

・
製
塩
土

器

・
上
馬
等
が
出
上
し
て
い
る
。

弥

布

ケ
森

遺

跡

昭
和
六

一
年
に
日
高
町
の
文
化
体
育
館
建
設
予
定
地
で
行

っ
た
事
前
発
掘
調

査
で
検
出
し
た
旧
流
路
の
氾
濫
原
か
ら
漆
紙
文
書
が
五
点
出
上
し
た
。
漆
紙
文

書
は
い
ず
れ
も
旧
流
路
氾
濫
原
の
古
い
段
階
の
流
路
の
上
層
の
堆
積
土
か
ら
出

土
し
て
い
る
。
五
点
の
う
ち
四
点
は
一
文
字
づ
つ
を
確
認
で
き
る
に
過
ぎ
な
い

が
、　
一
点

（１
）
に
は
四
行
分

一
九
文
字
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
文
書
は
、
姓

名

。
年
齢
を
記
し
、
そ
の
下
に

「給
」
の
字
を
書
い
た
の
ち
、
異
筆
で
給
の
額

と
思
わ
れ
る
数
字
を
記
し
た
歴
名
文
書
で
あ
る
。
漆
紙
文
書
が
出
上
し
た
堆
積

土
に
含
ま
れ
る
遺
物
は
九
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
頃
に
属
し
、
そ
の
下
層
の
堆
積

土
か
ら
は
九
世
紀
頃
の
木
筒

。
人
形
等
の
木
製
模
造
品
が
出
上
し
て
い
る
。

１
　
　
□
太
女

十
四
給

〔酔
一／ヽ〕十給
「汁
八
」

只
芝
給
許
光

「
一ハ
」

草
戸
千
軒
町
遺
跡

漆
紙
文
書
は
、
草
戸
千
軒
町
遺
跡
の
あ
る
声
田
川
河
川
敷
の
中
州
中
央
部
西

端
で
、
昭
和
六

一
年
に
行

っ
た
第
二
七
次
調
査
で
検
出
し
た
室
町
時
代
前
半
頃

の
上
羨
か
ら
二
点
が
出
上
し
た
。
墨
書
の
内
容
は
い
ず
れ
も
わ
ず
か
に
一
文
字

づ
つ

「
百
」
「
与
」

と
読
め
る
に
過
ぎ
ず
、

文
書
の
内
容
等
の
詳
細
は
不
明
で

あ
る
。
今
回
の
調
査
で
は
こ
の
他
に
墨
書
の
な
い
漆
紙
の
破
片
が
出
上
し
て
い

る
。
志
田
原
重
人
氏
の
御
教
示
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
も
漆
紙
片
は

出
土
し
て
い
た
し
、
ま
た
今
回
出
上
し
た
漆
紙
文
書
は
古
代
の
漆
紙
と
は
違
い

漆
桶
の
蓋
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
推
定
さ
れ

て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

大

宰

府

跡

漆
紙
文
書
は
、
月
山
を
狭
ん
で
大
宰
府
政
庁
跡
の
東
に
位
置
す
る
学
校
院
跡

の
東
辺
に
当
た
る
地
域
で
、
昭
和
五
六
年
に
実
施
し
た
第
七
四
次
調
査
で
出
土

し
た
。
こ
の
地
域
に
つ
い
て
は
既
に
昭
和
四
六
年
に
行

っ
た
第
九
次
調
査
で
学

校
院
関
係
の
建
物
や
古
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
遺
構
を
検
出
し
て
い
た
が
、

第
七
四
次
調
査
で
は
学
校
院
関
係
の
遺
構
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
第
九
次
調
査
で
既
に
検
出
済
み
の
遺
構
で
あ
る
南
北
溝
の
続
き
を
確
認

し
た
。
漆
紙
文
書
は
第
九
次
調
査
で
検
出
済
み
で
あ

っ
た
南
北
溝
Ｓ
Ｄ
二
〇
五

漆紙文書集成
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の
延
長
部
か
ら

一
点
が
出
上
し
た
。
Ｓ
Ｄ
二
〇
五
は
開
整
が
平
安
時
代
中
頃
ま

で
遡
る
溝
で
、
学
校
院
と
そ
の
東
に
接
し
て
あ
る
観
世
音
寺
と
の
境
界
と
し
て

奈
良
時
代
に
自
然
流
路
を
整
形
し
て
作
ら
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
Ｓ
Ｄ
二
〇
五

は
開
整
後
幾
度
か
流
路
を
変
え
、
室
町
時
代
に
至
り
埋
没
し
た
こ
と
が
判
明
し

て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
Ｓ
Ｄ
二
〇
五
か
ら
須
恵
器
の
杯
の
内
底
に
付
着
し
た
状

態
で
出
上
し
た
。
紙
背
の
方
が
付
着
し
て
い
る
の
で
肉
眼
で
も
墨
痕
を
確
認
で

き
る
。
文
字
は
三
文
字
分
が
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
偏
が
判
読
で
き
る
に

過
ぎ
な
い
。
な
お
Ｓ
Ｄ
二
〇
五
か
ら
は
木
衝
も
九
点
が
出
上
し
て
い
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

以
上
、
漆
紙
文
書
出
上
の
状
況
に
つ
い
て
、
特
に
漆
紙
文
書

（な
い
し
は
文

字
資
料
）
独
自
の
報
告
書
等
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
遺
跡
に
重
点
を
お
い
て
、

そ
の
概
要
を
述
べ
た
。
漆
紙
文
書
出
上
の
現
状
を
理
解
し
て
い
た
だ
く
参
考
に

な
れ
ば
幸
で
あ
る
。
今
回
は
、
ま
ず
は
こ
の
デ
ー
タ
ー
を
提
示
す
る
に
止
め
ざ

る
を
え
な
い
が
、
い
ず
れ
こ
れ
を
素
材
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る

「漆
紙
文

書
」
論
を
展
開
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
平
川
南
氏
は
労
作

「漆
紙
文
書
に
関
す
る
基

礎

的

研

究
」
３
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
六
集
　
一
九
八
五
年
）
に
お
い
て
、

豊
富
な
体
験
と
事
例
か
ら
、
文
書
の
復
原
の
具
体
的
な
方
法
や
文
書
と
遺
構
年

代
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
検
討
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
な
か
で

「漆
紙
文
書
を

ま
ず
出
土
資
料
と
し
て
改
め
て
位
置
づ
け
、
出
土
遺
構

・
伴
出
遺
物
と
の
関
連

お
よ
び
漆
紙
そ
の
も
の
の
詳
細
な
観
察
が
必
要
」
で
あ
る
と
指
摘
し
、
漆
塗
作

業
と
の
関
連
や
反
古
紙
の
保
存
や
供
給
ル
ー
ト
か
ら
律
令
文
書
行
政
の
実
態
解

明
な
ど
の
必
要
性
を
説
か
れ
た
。
確
か
に
、
漆
紙
文
書
の
背
後
に
広
が

っ
て
い

る
は
ず
の
、
特
に
そ
の
地
域
で
の
生
き
た
文
書
行
政
の
世
界
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
は
、
新
し
い
研
究
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
そ
の
文
書
そ
の
も

の
の
内
容
と
漆
の
蓋
紙
と
し
て
捨
て
ら
れ
る
ま
で
の
文
書
の
歴
史
と
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
今
回
わ
れ
わ
れ
が
実
見
し
た
い
く
つ
か
の
漆
紙

・
漆
紙
文

書
に
お
い
て
さ
え
、
遺
存
状
況
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
漆
紙
文
書
は
木
簡
よ
り

も

一
層
様
相
が
複
雑
な
よ
う
で
あ
る
。
漆
紙

・
漆
紙
文
書
の
管
理
の
現
状
に
は
、

少
な
く
と
も
二
つ
の
様
態
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。　
一
つ
は
水
漬
け
状
態
で
し
か

保
存
で
き
ず
、
水
か
ら
上
げ
る
と
次
第
に
そ
の
表
面
が
灰
の
よ
う
に
白
く
め
く

れ
て
欠
け
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
常
温

・
乾
燥
状
態
で
十
分
保
存

管
理
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
後
者
の
場
合
も
、
そ
れ
に
触
れ
る
た
び

に
周
囲
が
欠
け
落
ち
て
ゆ
く
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
う
し
た
二
つ
の
様
態
の
差

が
、
い
か
な
る
事
情
に
基
づ
く
の
か
、
例
え
ば
漆
そ
の
も
の
の
成
分
の
差
違
に

よ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
混
ぜ
ら
れ
た
も
の
の
違
い
に
よ
る
の
か
、
こ
う

し
た
点
の
化
学
的
分
析
に
よ
る
解
明
の
必
要
性
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。
そ
う
し

た
現
状
に
あ
る
だ
け
に
出
上
し
た
漆
紙
文
書
の
保
存

・
管
理
の
仕
方
に
は
細
心

の
留
意
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
よ
り
よ
い
保
存
方
法
が
確
立
さ
れ
る
こ
と
が
望
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ま
れ
る
。
さ
ら
に
集
成
の
作
成
に
あ
た
っ
て
、
釈
文
の
表
記
法
に
つ
い
て
も
、

古
文
書

一
般
と
も
、
木
筒
の
場
合
と
も
違
う
工
夫
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
お
も

わ
れ
る
。
漆
紙
文
書
の
提
起
し
て
い
る
問
題
を
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
な
基
礎
的

な
と
こ
ろ
か
ら
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
の
よ
う
な
過
程
で
、
例
え
ば
国
衝
レ
ベ

ル
で
の
文
書
行
政
の
様
相
や
、
集
落
跡
と
考
え
ら
れ
る
遺
跡
か
ら
の
漆
紙
文
書

の
出
土
お
ょ
び
行
政
文
書
の
反
古
紙
を
蓋
紙
と
し
て
用
い
て
行
う
集
落
で
の
漆

塗
作
業
と
そ
れ
を
行
う
人
の
存
在
が
意
味
す
る
問
題
、
黒
痕
の
な
い
漆
紙
の
問

題
な
ど
、
漆
紙
文
書
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
具
体
化
し
て
ゆ
き
た
い
と
お
も
う
。

な
お
、
本
集
成
に
は
報
告
書
の
内
容
に
つ
い
て
の
誤
読
に
基
づ
く
誤
り
、
情

報
不
足
に
よ
る

一
覧
表
か
ら
の
漆
紙

・
漆
紙
文
書
出
土
遺
跡
の
脱
漏
等
が
あ
ろ

う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
今
後
と
も
多
く
の
方
々
か
ら

の
御
教
示

・
御
批
正
に
よ
り
正
確
を
期
し
、
充
実
さ
せ
て
ゆ
き
た
い
と
考
え
て

い
る
。
最
後
に
、
こ
の
集
成
を
つ
く
る
た
め
に
御
協
力

・
御
支
援
下
さ
っ
た
方

々
に
、
改
め
て
感
謝
し
て
、
拙
い
本
稿
を
閉
じ
た
い
。

付
記
　
な
お

「
一
覧
」
中
の
下
神
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
正
式
な
報
告
が

な
さ
れ
て
い
な
い
が
、
奈
良
時
代
ぞ
平
安
時
代
の
集
落
遺
跡
で
あ
り
、
竪
穴

住
居

・
堀
立
柱
建
物
な
ど
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
漆
紙
文
書
は
そ
の
包
含
層

か
ら
二
点
出
上
し
て
い
る
が
、
釈
読
は
悶
難
で
あ
る
。




